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第１章 計画策定に当たって 

１．計画策定の背景 

 私たちが暮らしているえびの市において、すべての人が安心していつまでも住み慣れた地域で暮らし

続けるために必要なことは何でしょうか？ 

 これまで、支援が必要な場合は「実際に困った状況になったとき」になって初めて必要な支援・給付

を行うケースが一般的でしたが、単身高齢者の増加や核家族化の進行、またいわゆる８０５０、貧困な

ど、私たちをとりまく環境が複雑化・複合化する中、「人と人、人と社会がつながって地域を創る」「課

題の発生が複雑化・複合化するのを防ぐ」ための取組が大切になってきています。 

 そして、この考えは「社会福祉法」の改正で明らかにされるとともに、市町村が策定する「地域福祉

計画」において取り組むべき事項とされています。 

 地域福祉計画の策定にあたり、まずは国の動向や社会福祉法の改正経過を振り返ります。 

 

○ 「社会福祉法」の制定から７５年  

・ 「社会福祉法」は、昭和 26（1951）年に「社会福祉事業法」として制定され、福祉分野における

他の法律とともに、社会福祉事業の適正な実施及び社会福祉の増進などを推進してきました。 

・ 令和８（2026）年は「社会福祉法」の前身となる社会福祉事業法の制定から 75年となりますが、

この間、増大・多様化する福祉ニーズや社会経済状況に対応するための法改正が行われています。 

 

○ 「地域福祉の推進」と社会福祉法  

・ 平成 12（2000）年には、地方公共団体の自主・自立を高めるとともに活力ある地方づくりを進

めるための「地方分権一括法」が施行されるとともに、社会福祉事業法が「社会福祉法」と改められ

ました。 

・ また、「地域福祉の推進」が法律に明記され、地域住民は事業者や社会福祉に関する活動を行う者と

連携して地域福祉の推進に努める「主体」として位置付けられました。 

・ さらに、地域福祉を具体的・計画的に進めていくために「市町村地域福祉計画」を策定することが

盛り込まれました。 

 

○ 「ニッポン一億総活躍プラン」  

・ 平成 28（2016）年 6 月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において「地域の「支

え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民の誰もが役割を持ち、人と人、人と資源が世代や分野

を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」の実

現を目指すこととされ、「地域共生社会」づくりに向けた取組が始まりました。 

・ 「地域共生社会」の理念は、後の社会福祉法改正において掲げられており、市町村地域福祉計画に

おいても、地域の実情に応じた具体的な取組とともに明らかにする必要があります。 
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○ 市町村地域福祉計画の策定事項  

・ 平成 29（2017）年の社会福祉法改正では、「市町村地域福祉計画」の策定において盛り込まなけ

ればならない事項が具体的に示され、福祉における各分野が連携して必要な事業を進めるものとされ

るとともに、それまで任意とされていた市町村計画の策定が努力義務化されました。 

 

○ 地域共生社会の実現と重層的支援体制整備事業  

・ 「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定以降、地域共生社会づくりに向けた「住民主体の課題解

決の強化」、「相談支援体制のあり方」など、国において地域力強化に関する検討が行われ、これらの

検討結果のとりまとめを基に、令和 2（2020）年に社会福祉法の改正が行われました。 

・ このときの法改正により、「地域共生社会」づくりに関する規定が追加され、包括的な支援の具体的

な方法として「重層的支援体制整備事業」が創設されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの経緯を踏まえ、住民に最も身近な行政主体であるえびの市として、「地域福祉」を地域住民と

ともに進めていくため、令和８年度から令和１１年度の４か年を計画期間とする「第５期えびの市地域

福祉計画・地域福祉活動計画」を策定することとします。 

 

＜策定にあたってのポイント＞ 

 

○ 地域福祉計画は、地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の

福祉の各分野における共通的な事項を記載する、地域福祉の「上位計画」です。 

 

○ 地域福祉計画が目指すのは、誰もが地域でいきいきと暮らし続けることができる「地

域共生社会づくり」です。 

 

○ すべての市民は地域社会の一員であるとともに、地域福祉の主人公は、住民、行政、

社会福祉事業者など、社会福祉に関する活動を行うすべての個人、団体です。 

 

○ 地域福祉計画で位置付けた取組を通じて、多様な「つながり」をつくります。 

 

 

社会福祉法 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生

する地域社会の実現を目指して行わなければならない。 

 



- 6 - 

 

２．関連計画について 

 「第５期えびの市地域福祉計画・地域福祉活動計画」は、社会情勢の変化や人口推移による施策の見

直しの間隔を短くするため、計画期間を令和 8 年度から令和 11 年度までの 4 か年とします。 

本市の上位計画である「第 6 次えびの市総合計画後期基本計画」と計画期間を合わせています。 

 その他の関連計画においても整合性を図りながら、共通して取り組むべき事項を本計画で示します。 

 

     年度 

計画  
Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

えびの市地域福祉

計画・地域福祉活

動計画 

 

 

  

 

  
次期 

計画 

えびの市総合計画  

 

   

 

  

えびの市高齢者保

健福祉計画・介護

保険事業計画 

   

 

 

 

  

えびの市 

障害者プラン 

～障がい者

計画・障が

い福祉計

画・障がい

児福祉計画 

 

 

  

 

  

えびの市 

こども計画 

～子ども・子育て支

援事業計画 
 

 

    

えびの市 

自殺対策行動計画 
 

 

   

 

  

えびの市 

男女共同参画計画 
   

 

    

えびの市 

協働推進実施計画 
   

 

    

元気で健幸なえび

の市づくり計画 
 

 

      

その他関連計画         

 

 

第 6 次 前期基本計画 第 6次 後期基本計画 

第 9期計画 次期計画 

今期計画 次期計画 

第 5期計画 

第 5次計画 

第 3期計画 次期計画 

 

計画期間（Ｒ6～Ｒ17） 

第 4次計画 

計画期間（R7～R11） 

第 4 期計画 
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第２章 えびの市の状況 

１．統計データから見たえびの市 

（１）人口推移などの状況 

          

   人口の推移と今後の見込み 

                

 

 

 

 

 

年齢区分別人口割合の推移と今後の見込み 

               

 

 

 

人口の推移の状況をみ

ると、年々減少傾向となっ

ており、推計では令和 27

年には 1 万人を下回るこ

とが見込まれています。 

～ 推 計 値 ～ 

出典：国勢調査（平成 17年～令和２年） 

国立社会保障・人口問題研究所 2023年推計値 

年齢区分別人口の割合

は、令和 2 年に 65 歳以

上の割合が40%を越えて

います。 

なお、推計値によると、

65歳以上の人口は減少を

続けるものの、75 歳以上

の人口は令和12（2030）

年がピークとされていま

す。 

 
出典：国勢調査（平成 17年～令和２年） 

国立社会保障・人口問題研究所 2023年推計値 
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  決算額に占める民生費の推移 

                 

 

 

 

   

 

  民生委員活動延日数の推移 

                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの

感染拡大以降、全体の決算

額は増加しています。 

決算額に占める民生費

の割合は約30％前後で推

移しており、特別定額給付

金事業が実施された令和

2 年度を除き、目的別歳出

額の 1 位となっており、

行政経費の大きな割合を

占めています。 
出典：市町村決算カード（令和元年度～令和５年度） 

地域福祉の重要な担い

手である民生委員は、家族

関係、生活環境、経済的困

窮など、多岐に渡る相談に

対して関係機関へつなぐ

など、活動の重要性が高ま

っています。 

新型コロナウイルス感

染症拡大以降、特に活動日

数が増加しており、1人当

たり約120日の活動日数

となっています。 

出典：福祉行政報告例（令和 2年度～令和 6年度） 
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（２）本市の主な社会資源・地域福祉活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
域
福
祉
活
動
・
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
活
動 

地域支え合い事業 

実施地区・参加人数 

 

５０自治会 

延べ 3,506 人 
令和 6（2024）年度 

 

地域福祉推進員 

138 人 
飯野地区：45 人 

上江地区：21 人 

加久藤地区：35 人 

真幸地区：37 人 

令和 7（2025）年度 

民生委員・児童委員 

５７人 
うち主任児童委員 

４人 
 

令和 7（2025）年 12月 1日現在 

民生委員・児童委員 

活動日数：延べ 6,912日 

相談・支援件数：1,223件 

訪問活動回数：延べ 6,457回 

 

令和 6（2025）年度実績 

ボランティアセンター 

登録団体・人数 

60 団体 

1,254 人 
令和 7（2025）年 4月 1日現在 

自治会 

64 自治会 
まちづくり協議会 

４地区 
令和 7（2025）年度 

高
齢
者
に
関
す
る
活
動 

高齢者クラブ

数・会員数 

43 クラブ 

1,413 人 
 

令和 7（2025）年 

4月 1日現在 

シルバー人材 

センター会員数・

就業延人日数 

200 人 

11,947 人日 

 
令和 6（2024）年度 

老人福祉 

センター設置数 

２か所 
 

 

令和 7（2025）年度 
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子
育
て
支
援
に 

関
す
る
活
動 

ファミリー・サポート・

センター利用延件数 

 

142件 
令和 6（2024）年度 

こども食堂 

運営数 

 

3か所 
令和 6（2024）年度 

青
少
年
育
成
・
再
犯

防
止
に
関
す
る
活
動 

関
す
る
活
動 

保護司 

えびの地区委嘱者数 

 

10人 
令和 6（2024）年度 

更生保護女性会 

えびの地区会員数 

 

57人 
令和 6（2024）年度 

障
が
い
者
・
交
通
対

策
等
に
関
す
る
活
動 

身体障害者福祉会 

会員数 

 

83人 
令和 6（2024）年度 

手話奉仕員 

登録者数 

 

42人 
令和 6（2024）年度 

高齢者福祉タクシー 

利用助成対象者数・ 

利用枚数 

514人 

10,488枚 
令和 6（2024）年度 

障がい者福祉タク

シー利用助成対象

者数・利用枚数 

30人 

664枚 
令和 6（2024）年度 

みな・ほっと

見守り 

応援隊登録事

業所数 

35 事業所 
 

令和 6（2024）年度 
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（３）社会福祉施設 

社会福祉施設には、老人福祉法や児童福祉法などの社会福祉各法に規定されている施設と、社会福

祉法によって社会福祉事業(1種・2種)と定義されている事業を行うための施設があります。 

【児童福祉関係施設等】 

施設名 箇所数 施設名 箇所数 

通常保育事業所 10 延長保育事業所 10 

一時預かり事業所 11 障がい児保育事業所 10 

放課後児童クラブ事業所 6 ファミリー・サポート・センター 1 

地域子育て支援センター 1   

出典：こども課（令和７年４月 1日現在） 

【高齢者福祉関係施設等】 

在宅型・サービス種類 箇所数 在宅型・サービス種類 箇所数 

居宅介護支援事業所 10 地域包括支援センター 1 

訪問介護 

（ホームヘルプサービス） 
4 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 
3 

地域密着型通所介護 

（デイサービス） 
５ 

特定施設入居者生活介護 

（有料老人ホーム・養護老人ホーム） 
４ 

通所介護 

（デイサービス） 
９ 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
3 

通所リハビリテーション 

（デイケア） 
６ 介護老人保健施設 1 

短期入所生活介護・療養介護 

（ショートステイ） 
５ 介護療養型医療施設 2 

訪問看護 4 老人福祉センター ２ 

出典：介護保険課・福祉課（令和７年４月 1日現在） 

【障がい者（児）福祉関係施設等】 

サービス種類 箇所数 サービス種類 箇所数 

計画相談支援 1 就労継続支援（Ａ型） １ 

障害者（児）相談支援 1 就労継続支援（B型） 1 

共同生活援助（グループホーム） １ 地域活動支援センター 1 

居宅介護（ホームヘルプ） 1 放課後等デイサービス ２ 

重度訪問介護 1 権利擁護・成年後見制度支援 １ 

出典：福祉課（令和７年４月 1日現在）  
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２．市民アンケート・事業所アンケート調査結果の概要 

 第５期えびの市地域福祉計画の策定に当たり、市民や福祉関係事業所の声を施策に反映させるため、

以下の要領により市民アンケート・事業所アンケートを実施しました。 

 市民アンケート及び事業所アンケート結果の概要は、次のとおりです。 

 

（１） 市民アンケート調査結果の概要 

 

調査時期 令和７年８月から９月にかけて実施 

アンケート調査対象 市内在住の１８歳以上８０歳代の３，０００人を無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収及びＷＥＢ回答 

配布数及び回答数 

配布数：３，０００人  

有効回収数：紙面回答６５２人、ＷＥＢ回答１０５人 

合計回答数７５７人（回答率２５．２％） 

 ※以下の集計において、回答割合の端数処理の関係上、合計が 100.0％とならない場合があります。 

 

① 年代、居住地及び居住歴について 

  

回答年代は「７０歳代」が最も多く、３７．５％となっており、次いで「６０歳代」の回

答が２６．３％、「５０歳代」が１５．１％の順となっており、前回アンケート実施時と同

様の年代順となっています。 

 

 

〇あなたの年齢を教えてください 

選択肢 回答数 割合 

 

２０歳未満 ３ 0.4％ 

２０歳代 ３１ 4.1％ 

３０歳代 ３８ 5.0％ 

４０歳代 ７７ 10.2％ 

５０歳代 １１４ 15.1％ 

６０歳代 １９９ 26.3％ 

７０歳代 ２８４ 37.5％ 

８０歳代 ６ 0.8％ 

無回答 ５ 0.7％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

 

0

50

100

150
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250

300

0.4%

4.1%

5.0%

10.2%

15.1%

26.3%

37.5%

0.8%

0.7%
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〇あなたのお住いの中学校区を教えてください。 

 

 

 

〇あなたは今のお住いに何年くらい住んでいますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

 

飯野中学校区 ３２１ 42.4％ 

上江中学校区 ８３ 11.0％ 

加久藤中学校区 １９０ 25.1％ 

真幸中学校区 １４９ 19.7％ 

無回答 １４ 1.8％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

１年未満 １４ 1.8％ 

１～５年未満 ６２ 8.2％ 

５～１０年未満 ２８ 3.7％ 

１０年以上 ６３４ 83.8％ 

無回答 １９ 2.5％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

0
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100
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200

250

300

350

42.4%

11.0%

25.1%
19.7%

1.8%

0

100

200

300

400

500

600

700

1.8%

8.2%

3.7%

83.8%

2.5%
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② えびの市の暮らしやすさについて 

  

えびの市での生活について、「暮らしやすい」又は「どちらかと言えば暮らしやすい」と

回答した割合が６２．７％となっており、前回アンケート実施時の割合（７４．１％）よ

りも暮らしやすさを感じる割合が減少しています。 

また、「暮らしやすい」又は「どちらかと言えば暮らしやすい」と回答した人の６７．１％

が６０歳代から７０歳代となっています。 

 

〇あなたは『えびの市』を暮らしやすいまちだと思いますか。 

 

 

（「暮らしやすい」又は「どちらかと言えば暮らしやすい」と回答した年代割合） 

 

選択肢 回答数 割合 

 

暮らしやすい １３８ 18.2％ 

どちらかと言え

ば暮らしやすい 
３３７ 44.5％ 

どちらかと言え

ば暮らしにくい 
１９７ 26.0％ 

暮らしにくい ５７ 7.5％ 

無回答 ２８ 3.7％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

～２０歳代 ２１ 4.4％ 

３０歳代 ２７ 5.7％ 

４０歳代 ３４ 7.2％ 

５０歳代 ６４ 13.5％ 

６０歳代 １２６ 26.5％ 

７０歳代 １９３ 40.6％ 

８０歳代 ５ 1.1％ 

無回答 ５ 1.1％ 

回答数 ４７５ 100.0％ 

暮らしやすい

18.2%

どちらかと言え

ば暮らしやすい

44.5%

どちらかと言え

ば暮らしにくい

26.0%

暮らしにくい

7.5%

無回答

3.7%

～２０歳代

4.4%
３０歳代

5.7%
４０歳代

7.2%

５０歳代

13.5%

６０歳代

26.5%

７０歳代

40.6%

８０歳代

1.1%

年令無回答

1.1%
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③ 日常生活で感じている悩みや不安について 

 

 「自分の健康」「家族の健康」「地震・台風などの災害時に関すること」「経済的なこと」

が前回アンケートと変わらず上位を占めています。 

 また、「交通機関などの移動手段に関すること」に悩みや不安を感じている人が前回アン

ケートより増加しており、高齢化に伴い免許返納や運転が困難になっている人が今後も増

えてくると思われます。 

 

普段感じている悩みや不安を相談する相手に関する質問に対しては、前回アンケートと

ほぼ同様に「家族・親戚」又は「友人・知人」が多くの割合を占めています。 

 一方、「相談できる人がいない」と回答した人が回答総数の３．３％（３７人）に上がっ

ており、住民や隣人関係の希薄化が進んでいることや、他人に打ち明けづらい悩み・課題

を抱えている人がいることが考えられます。 

 

 

 

〇あなたは普段、どのような悩みや不安を感じていますか。（複数選択） 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

 

自分の健康 ４２７ 20.6％ 

家族の健康 ４１７ 20.2％ 

地震・台風など ２９０ 14.0％ 

経済的なこと ２５２ 12.2％ 

交通機関などの移動

手段 ２１７ 10.5％ 

介護に関すること １８４ 8.9％ 

家族のライフイベント

（結婚・進学・就職など） ８１ 3.9％ 

近所との関係 ６２ 3.0％ 

その他 ２８ 1.4％ 

育児 ２４ 1.2％ 

親族との関係 １９ 0.9％ 

特にない ６７ 3.2％ 

回答数 2,068 100.0％ 

3.2%

0.9%

1.2%

1.4%

3.0%

3.9%

8.9%

10.5%

12.2%

14.0%

20.2%

20.6%
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〇あなたは悩みや不安を誰に相談していますか。（複数選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

 

家族・親戚 ４９９ 44.3％ 

友人・知人 ２９５ 26.2％ 

職場の人 ７３ 6.5％ 

病院・介護職員 ４３ 3.8％ 

近所の人 ３２ 2.8％ 

市の相談窓口 １８ 1.6％ 

自治会長など １６ 1.4％ 

社会福祉協議会 １２ 1.1％ 

民生委員・児童委員 １１ 1.0％ 

その他 ８ 0.7％ 

ボランティア・ＮＰＯ ２ 0.2％ 

誰かに相談したこと

はない ８０ 7.1％ 

相談できる人がいな

い ３７ 3.3％ 

回答数 1,126 100.0％ 

3.3%

7.1%

0.2%

0.7%

1.0%

1.1%

1.4%

1.6%

2.8%

3.8%

6.5%

26.2%

44.3%
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④ 地域のボランティア活動について 

 

 ボランティア活動に「現在参加している」人の割合が３４．７％、「以前参加したことが

あるが、現在は参加していない」人が２６．２％で、何らかのボランティア活動の経験が

ある人の割合は６０．９％となっています。また、どのようなボランティア活動に参加し

たのか尋ねたところ、「自治会・班の奉仕作業」が最も多く、次いで「高齢者の生きがいづ

くり活動・ほっこりサロン（地域支え合い事業）での昼食づくりなど」への参加が多くな

っており、身近でできるボランティア活動に対する参加が多い状況となっています。 

 

〇あなたは地域のボランティアに参加したことはありますか。 

 

〇地域のどのようなボランティア活動に参加している・参加したことがありますか。 

 （複数選択） 

 

選択肢 回答数 割合 

 

現在参加している ２６３ 34.7％ 

以前参加したことが

あるが、現在は参加し

ていない 
１９８ 26.2％ 

参加したことがない ２６２ 34.6％ 

ボランティアには

興味がない 
１８ 2.4％ 

無回答 １６ 2.1％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

自治会・班の奉仕作業 ３８４ 48.7％ 

高齢者の生きがいづ

くり・ほっこりサロン 
１０７ 13.6％ 

学校行事などの支

援活動 
７８ 9.9％ 

防犯・防災活動 ７７ 9.8％ 

地域で子どもを見

守る活動 
４９ 6.2％ 

伝承芸能・地域文

化の維持継承 
４６ 5.8％ 

その他 ２４ 3.0％ 

高齢者の生活支援 ２３ 2.9％ 

回答数 ７８８ 100.0％ 

現在参加している

34.7%

以前参加したことがあるが

現在は参加していない

26.2%

参加したことが

ない

34.6%

ボランティアには

興味がない

2.4%

無回答

2.1%

2.9%

3.0%

5.8%

6.2%

9.8%

9.9%

13.6%
48.7%
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 「地域住民同士が支え合えるようになるには何が必要だと思いますか」との質問に対し

ては、「住民自身がつながりを大切にすること」「住民同士が知り合うきっかけが増えるこ

と」「身近に住民が交流する場があること」「支える人と支えられる人をつなげること」な

どを選択する人も多く、地域住民ができることに自ら取り組むべきと考える人が多く見ら

れました。 

 

 

 

〇地域住民同士が支え合えるようになるには何が必要だと思いますか。（複数選択） 

 

※その他・・・・「あいさつ」「何でも話せる場所」「子どもや若い人の参加」「小さい頃から家庭、地域、学校

の大人たちが支え合っている後ろ姿を見て育つこと」など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

 

住民自身がつながり

を大切にする 
３７４ 21.6％ 

プライバシーを大切

にする 
２８５ 16.4％ 

相談しやすい環境を

つくる 
２７１ 15.6％ 

住民同士が知り合う

きっかけが増える 
２１２ 12.2％ 

身近に住民が交流す

る場がある 
１７７ 10.2％ 

地域のちょっとした

困りごとを地域で解

決する仕組みづくり 

１６１ 9.3％ 

支える人と支えられ

る人をつなげる 
１３０ 7.5％ 

ボランティアや市民

活動が盛んになる 
６５ 3.8％ 

その他 １２ 0.7％ 

必要と思うことは特

にない 
４６ 2.7％ 

回答数 1,733 100.0％ 

2.7%

0.7%

3.8%

7.5%

9.3%

10.2%

12.2%

15.6%

16.4%

21.6%
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⑤ 相談支援について 

 

 市役所が市民にとって相談しやすい場所となっているかについて尋ねたものです。 

 「不安（心配）がある」「少しだけ不安（心配）がある」と回答した人の割合が６６．６％

となっており、６割以上の人が市役所へ相談することに対して不安や心配を抱えています。 

 また、市役所へ相談に行くことに対して不安や心配がある人に対して理由を尋ねたとこ

ろ、「理由はないが、何となく不安」と回答した人が２１．４％となっています。 

 

〇あなたの生活状況が急変し、経済的に困るようなことになったときに、市役所に相談に

いくことになったとしたら、不安（心配）を感じますか。 

 

 

〇（「不安（心配）がある」「少しだけ不安（心配）がある」と回答した人への質問） 

 市役所へ相談にいくことに不安（心配）を感じる理由は何ですか。 

 

選択肢 回答数 割合 

 

不安（心配）がある ３２０ 42.3％ 

少しだけ不安（心配）

がある 
１８４ 24.3％ 

あまり不安（心配）は

ない 
８８ 11.6％ 

全く不安（心配）はな

い 
３３ 4.4％ 

わからない・無回答 １３２ 17.4％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

個人情報を話すこと

への不安 
１３５ 26.8％ 

理由はないが、何とな

く不安 
１０８ 21.4％ 

事情をうまく説明で

きるか不安 
１００ 19.8％ 

担当者が話を聞いて

くれるか不安 
５９ 11.7％ 

他人に知られる不安 ４３ 8.5％ 

的確に対応してもら

えるか不安 
３５ 6.9％ 

その他 １６ 3.2％ 

どんな質問をされる

のか不安 
２ 0.4％ 

無回答 ６ 1.2％ 

回答数 ５０４ 100.0％ 

不安（心配）が

ある

42.3%

少しだけ不安

（心配）がある

24.3%

あまり不安（心

配）はない

11.6%

全く不安（心配）は

ない

4.4%
わからない・無

回答

17.4%

1.2%

0.4%

3.2%

6.9%

8.5%

11.7%

19.8%

21.4%

26.8%
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⑥ 災害時の対応などについて 

 

 災害時の避難に関する質問については、４３．２％の人が適切に「避難できる」と回答

している一方、「できないと思う」「わからない・無回答」と回答した人が５６．８％とな

っており、理由として「実際に被災したことがない（のでわからない・できない）」と回答

した人が見られました。 

 災害発生時の避難場所や危険箇所については、７８．５％の人が「危険箇所と避難場所

のどちらも知っている」「避難場所のみ知っている」と回答しています。 

 また、地域での防災訓練については５２．０％の人が「必要であり、防災訓練には参加

したい」と回答していますが、地域の自主防災組織については４２．５％の人が「自分が

住んでいる地域に自主防災組織があるかどうかわからない」と回答しており、１３．７％

の人が自分の居住地域に自主防災組織があるかを知っているが、活動内容については「知

らない」と回答しています。 

 地域に自主防災組織があることを知っている人のうち、「活動に参加したことがある」「家

族が参加している」と回答した人の割合は６４．４％となっています。 

 

〇あなたはもし災害などの緊急事態が発生した場合、適切に避難できると思いますか。 

 

〇（「できない」と回答した人への質問） 避難できないと思う理由は何ですか。 

 （複数選択） 

※「その他」を選択した人のうち、１１件中９件が「ペットがいるから」だった。 

 

選択肢 回答数 割合 

 

できると思う ３２７ 43.2％ 

できないと思う １３０ 17.2％ 

わからない・無回答 ３００ 39.6％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

パニックになりそう ５６ 30.9％ 

隣近所で助け合える

かわからない 
３１ 17.1％ 

避難場所が遠い ２５ 13.8％ 

避難場所がわからな

い 
１７ 9.4％ 

緊急事態の情報が入

らない 
１５ 8.3％ 

近くに家族や知人が

いない 
１４ 7.7％ 

介助が必要 １２ 6.6％ 

その他 １１ 6.1％ 

回答数 １８１ 100.0％ 

できると思う

43.2%

できないと思う

17.2%

わからない・

無回答

39.6%

6.1%

6.6%

7.7%

8.3%

9.4%

13.8%

17.1%

30.9%
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〇あなたは身の回りの危険箇所や避難場所を知っていますか。 

 

 

 

〇あなたは自分がお住いの自治会・班で防災訓練が必要だと思いますか。 

 また、訓練を行う場合は参加したいですか。 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

 

どちらも知って

いる 
２８２ 37.3％ 

避難場所のみ知

っている 
３１２ 41.2％ 

危険箇所のみ知

っている 
３２ 4.2％ 

どちらも知らな

い 
１００ 13.2％ 

無回答 ３１ 4.1％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

必要であり、防災

訓練には参加した

い 

３９４ 52.0％ 

必要であると思う

が、防災訓練には

参加したくない

（できない） 

２０２ 26.7％ 

必要ではないと思

うが、防災訓練が

あれば参加する 

１０３ 13.6％ 

必要ではないし、

防災訓練があって

も参加しない 

３３ 4.4％ 

無回答 ２５ 3.3％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

危険箇所と避難場所の

どちらも知っている

37.3%

避難場所のみ知っ

ている

41.2%

危険箇所のみ

知っている

4.2%

どちらも知ら

ない

13.2%

無回答

4.1%

必要であり、防災訓

練には参加したい

52.0%

必要であると思うが、防災

訓練には参加したくない

（できない）

26.7%

必要ではないと思うが、防

災訓練があれば参加する

13.6%

必要ではないし、防災訓練が

あっても参加しない

4.4% 無回答

3.3%
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〇あなたが住んでいる地域に自主防災組織があるかどうか知っていますか。 

 

 

 

〇（「自主防災組織があることを知っている」「自主防災組織があることを知っているが活

動内容は知らない」と回答した人への質問）  

 あなたは自主防災組織の活動に参加したことがありますか。 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

 

自主防災組織があ

ることを知ってい

る 

２８１ 37.1％ 

自主防災組織があ

ることを知ってい

るが活動内容は知

らない 

１０４ 13.7％ 

自主防災組織がな

いことを知ってい

る 

２６ 3.4％ 

自主防災組織があ

るかどうかわから

ない 

３２２ 42.5％ 

無回答 ２４ 3.2％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

参加している・

参加したことが

ある 

２００ 51.9％ 

参加したことは

ないが、家族が

参加している 

４８ 12.5％ 

参加したことは

ない 
１２９ 33.5％ 

無回答 ８ 2.1％ 

回答数 ３８５ 100.0％ 

自分が住んでいる地域に

自主防災組織があること

を知っている

37.1%

自分が住んでいる地域に自主

防災組織があることを知って

いるが、活動内容は知らない

13.7%

自分が住んでいる地域に自

主防災組織がないことを

知っている

3.4%

自分が住んでいる地域

に自主防災組織がある

かどうかわからない

42.5%

無回答

3.2%

参加している・参加した

ことがある

51.9%

参加したことはないが、

家族が参加している

12.5%

参加したことはない

33.5%

無回答

2.1%
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〇災害時や困った時に、「あれば助かる」と思う支援や制度はどのようなことですか。 

 また、災害時や困った時の対応として「えびの市」にどのようなことを期待しますか。 

 （自由記述） 

 

内容 回答数 

水・食糧・生活必需品の支給 ２５ 

トイレ・入浴・障がいがある方も利用できる避難所の環境整備 ２３ 

防災行政無線の戸別設置 １１ 

ライフラインや道路・交通などのインフラの迅速な復旧 １１ 

災害に関する正確な情報収集・情報提供 １０ 

避難所生活における悩みなどの相談・メンタルサポート、医療

支援など 
８ 

避難所への移動支援・交通支援 ８ 

避難所生活でのプライバシーが保てる環境整備 ８ 

平常時の防災に関する訓練・啓発など ８ 

ペットと避難できる施設の整備 ５ 

通信インフラ（Wi-Fi環境、モバイルバッテリーなど）の整備 ３ 

高齢者等の安否確認、体調管理 ３ 

ボランティア活動の支援 ３ 

仮設住宅の整備・住居の確保 ３ 

生活再建支援 ３ 

（その他）感染症対策、災害復旧用機材・発電機の貸出し、防

犯対策など 
２４ 

自由記述 回答数 １５６ 
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⑦ 周囲の状況について 

 

 本市は令和７年度から「重層的支援体制整備事業」に取り組んでいます。 

 地域において、「どのような支援を必要としているか」、また「どのくらいの支援ニーズ

があるのか」について把握するため、複雑化・複合化した課題を抱えた人や必要な支援が

届いていない人、また「ひきこもり」の状態にある人が周囲にいると思うかを尋ねました。 

 この結果、回答者のうち２３．４％が「周囲に複雑化・複合化した課題を抱えた人がい

ると感じたことがある」と回答しています。 

また、１１．６％が「周囲に何らかの課題を抱えているにもかかわらず、必要な支援が

届いていない人がいる」、１４．４％が「周囲に、いわゆる「ひきこもりの状態となってい

る人がいる」と感じたことがあると回答しています。 

 

〇あなたの周囲に「貧困」「障がい」「子育て」「介護」など、複雑化・複合化した２つ以上

の課題を抱えた人がいると感じたことはありますか。 

 

〇あなたの周囲に、何らかの課題を抱えているにもかかわらず、必要な支援が届いていな

い人がいると感じたことはありますか。 

 

〇あなたの周囲に、いわゆる「ひきこもり（仕事や学校など外部との交流を避け、概ね６

か月以上続けて自宅にとどまっている状態の人）」がいると感じたことはありますか。 

 

 

選択肢 回答数 割合 

 

いる １７７ 23.4％ 

いない ２０７ 27.3％ 

わからない・無回答 ３７３ 49.3％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

いる ８８ 11.6％ 

いない ２０１ 26.6％ 

わからない・無回答 ４６８ 61.8％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

選択肢 回答数 割合 

 

いる １０９ 14.4％ 

いない ２７１ 35.8％ 

わからない・無回答 ３７７ 49.8％ 

回答数 ７５７ 100.0％ 

いる

23.4%

いない

27.3%

わからない・無回答

49.3%

いる

11.6%

いない

26.6%

わからない・無回答

61.8%

いる

14.4%

いない

35.8%
わからない・無回答

49.8%
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⑧ 地域の課題について 

 地域で生活する中で、回答者が課題として感じている項目について尋ねたところ、「地域

の役員のなり手がいないこと」が最も多く、１２．９％となっています。 

 「地域の役員のなり手がいないこと」の次に回答が多かった「高齢者同士で介護を行っ

ている家庭のこと」は９．２％となっており、２割以上の回答者がこの２つのいずれかを

選択しています。 

 

 

〇あなたが住んでいる地域のことで、「何とかしなければならない」と感じている問題はあ

りますか。（複数選択） 

 

選択肢 回答数 割合 

 

地域の役員のなり手がい

ないこと 
２３２ 12.9％ 

高齢者同士で介護を行っ

ている家庭のこと 
１６６ 9.2％ 

介護が必要な高齢者がい

る世帯のこと 
１４１ 7.8％ 

住民同士のまとまりや助

け合いが少ないこと 
１４０ 7.8％ 

ひとり暮らしの高齢者で

障がいのある人のこと 
１３０ 7.2％ 

経済的に困っている家庭

のこと 
１０８ 6.0％ 

支援が必要なのに必要な

支援が届いていないこと 
９８ 5.4％ 

障がいのある人がいる世

帯のこと 
９２ 5.1％ 

防災・防犯・再犯防止へ

の取組みのこと 
９１ 5.0％ 

暮らしや福祉について相

談できる人がいないこと 
８６ 4.8％ 

ひとり親家庭のこと ８５ 4.7％ 

子どもの貧困のこと ７３ 4.0％ 

地域の人が交流する場が

ないこと 
６１ 3.4％ 

子どもの非行やいじめの

こと 
５９ 3.3％ 

子どもの介護・子育ての

こと 
５５ 3.1％ 

ひきこもりのこと ５２ 2.9％ 

その他 １８ 1.0％ 

特にない １１６ 6.4％ 

回答数 1,803 100.0％ 

6.4%

1.0%

2.9%

3.1%

3.3%

3.4%

4.0%

4.7%

4.8%

5.0%

5.1%

5.4%

6.0%

7.2%

7.8%

7.8%

9.2%

12.9%
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（２） 事業所アンケート調査結果の概要 

 市内の高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉その他の社会福祉事業に携わる３５事業所に

対して、現在の課題と今後の必要な取組についてアンケートを実施しました。 

 事業所アンケート結果の概要については、次のとおりとなっています。 

 

調査時期 令和７年９月にかけて実施 

アンケート調査対象 市内の高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉その他の福祉事業所 

調査方法 郵送による配布・回収及びＷＥＢ回答 

配布数及び回答数 

配布数：３５事業所 

有効回収数：１３事業所（うちＷＥＢ回答９事業所） 

（回答率３７．１％） 

 

 

 

① 地域福祉に関する現在の課題について 

 

高齢者福祉分野の課題 

 

〇 介護人材の不足 

 ・ 人材確保に苦慮している。人材確保ができれば地域へ出向いて地域貢献に踏み出せ 

  るので、福祉の仕事の魅力発信や若者定住促進の展開が必要。 

 ・ 人口減少や若い世代の福祉・介護への関心が低いため、慢性的に介護人材が不足し

ている状態となっている。 

 ・ 介護職員の離職率が高く、職員の高齢化も進んでいる。また、若年層の入職率が低 

く、定着しない。 

 

〇 事業所の不足、事業所間の連携 

 ・ 事業者が一度決まると、本人の状態や希望に沿った他事業所への変更が難しい。 

・ 介護ニーズの重度化と認知症高齢者の増加に対応できる、グループホームや小規模 

多機能型居宅介護等の地域密着型サービスの不足。 

 ・ ガン等の在宅患者の医療介護連携不足。医療保険と介護保険の違いを越えてチーム 

で支えることが必要だが、そのための土台となるルールが定まっていない。 

 ・ 少ない事業所での連携や協力して効率性を上げる仕組みの不足。 

 ・ 老老介護だけでなく、老しょう（障）世帯のフォローに必要な連携体制が必要。 
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障がい福祉分野の課題 

 

〇 障がいのある人の家族の負担 

 ・ 医療的ケアが必要な障がい児や重度心身障がい児（者）を在宅で支える家族の負担

が増えている。 

 ・ 親が亡くなった後の障がいがある人の暮らしへの対応が必要。 

 

〇 施設・人材の確保 

 ・ 日中の活動の場である生活介護事業所や、一般就労を目指す就労継続支援（Ａ型・ 

  Ｂ型）事業所が少なく、選択肢が限られている。 

 ・ 強度行動障がいなど、特に支援が困難なケースに対応できる専門的な施設・人材が 

地域内にない。 

 ・ 当事者が事業所以外で活動できる場や地域における活動の機会が少ない。 

  

児童福祉分野の課題 

 

〇 気になる子どもや障がいのある子どもの居場所の確保 

 ・ 障がいを持つ子どもに対する専門的なサポートが不十分。保育園や幼稚園で障がい

児を受け入れるための施設やスタッフが限られており、個別の支援が難しい場合があ

る。 

 ・ 地域の保育施設が十分にバリアフリー対応されていないことが多く、障がい児が利 

  用できる施設が少ない現状がある。 

 ・ 地域住民や関係者の障がい児に対する理解や認識が不足している場合があり、地域 

での孤立を招くおそれがある。 

 ・ 転勤や移住してきた家族は、ご近所に（子どもが）住んでいるのか分からない場合 

が多く、子育ての困りごとなどの相談体制を周知する必要がある。 

 

〇 保育施設の事業継続 

 ・ 保育士１人当たりが見る子どもの数（配置基準）が多く、質の確保に課題がある。 

 ・ 運営コスト（人件費、施設維持費、安全対応など）が増加しており、自主財源だけ 

では保育事業の安定運営をカバーできない。 

 ・ 少子化の進行により、自治体の保育・保育所整備に関するニーズが変動している。 

 

社会福祉全般の課題 

 

 ・ 障がい・介護・子育て・生活困窮といった分野が縦割りで議論され、分野を横断し 

た包括的な支援体制の構築が進んでいない。 

 ・ 市の行政組織や議会だけでは、福祉施設に関する運営等の専門的・実践的なノウハ 

ウが不足している。 

 ・ 地域福祉計画が「行政だけのもの」となっており、地域をまき込んだ実効性のある 

活動につながっていない。 

 ・ 地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域 

共生社会」の実現や方策が明確になっていない。 
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② 地域福祉に関する今後の必要な取組について 

 

高齢者福祉分野 

 

〇 介護人材確保 

 ・ 多様な働き方の導入、働きやすい環境づくり・負担軽減、人材育成・スキルアップ。 

 ・ 介護の魅力発信とイメージ改善。インターンシップ・体験学習の推進。 

 ・ 処遇改善と働きやすさの向上。 

 

〇 事業所間の連携等 

 ・ 地域的にも限られた事業所・人材の中で、より当事者の希望に沿ったケアシステム 

 を構築するため、特徴に応じて事業所を変えることも当たり前になるとよい。 

 ・ 県西在宅緩和ケア推進連絡協議会で在宅でのフォロー体制を検討している中、本市

の実態に沿ったルールづくりやケースごとの医療介護連携の仕組みづくりに取り組む

ことで、より安心できる在宅生活継続が可能となるのではないか。 

 ・ 事業所間の得意分野・対応可能分野に基づいた連携の仕組みを作ることで、効率的 

に在宅生活を支えることが可能となり、各事業所の運営に生かせるのではないか。 

 

障がい福祉分野 

 

〇 家族の負担軽減 

 ・ 成年後見人制度の推進。 

 ・ 「親亡き後」問題の解決に向けた医療的ケア対応型・重度心身障がい児（者）向け 

グループホームの新設。 

 

〇 施設の充実 

 ・ 利用者の特性や希望に応じた対応ができる多機能型事業所の誘致・新設。 

 

〇 当事者に対する支援 

 ・ 当事者が地域で過ごし、共生できる機会や時間を増やす。 

 ・ 当事者やその保護者、行政の取組を密にして、共に笑顔で生活できる社会を目指す。 

 

児童福祉分野 

 

〇 地域に根差した仕組みづくり・若者の定着 

 ・ 地域ケア会議の活用・地域課題を共有し、担い手を地域で掘り起こす。 

 ・ 生活支援コーディネーターを通じて、地域の支援活動をつなぐ役割を強化する。 

 ・ 子育てサポーターや高齢者見守り隊など、多世代が関わることができる場を作る。 

 ・ 保護者ボランティア制度を創設して、保育園や学校と連携し、子育て世代が気軽に 

係ることができる活動を提供する。 
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〇 人材確保・就労環境の整備 

 ・ 職員の勤務環境改善・処遇改善 

 ・ 地域でのインターン・体験学習を通じて、高校生や大学生が福祉活動に触れる機会 

を増やす。 

 

 

社会福祉分野共通の取組に関する意見 

 

 ・ 都市計画の見直し、住宅地・商業地・耕作地の集約などによる商業の活性化。 

また、それらを含め、子育て世代が将来に希望の持てる地域の雰囲気づくり。 

 ・ 地域福祉計画に位置付けた取組や評価が市民に伝わるような場を市民向けに開催し、 

ゴールイメージを共有又は提案すれば、市民に伝わるのではないか。 

 ・ 「福祉専門監」を設置し、福祉分野、特に障がい・介護分野における施設整備、人材

育成、体系的なサービス提供の構築を主導させる。 
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第３章 第４期計画の振り返り 

 

令和４年度から令和７年度を計画期間とする「第４期えびの市地域福祉計画・地域福祉活動計画」に

おいて、本市が目指す地域福祉の基本理念として「住み慣れた地域で自分らしくいきいきと、安心して

暮らし続けられるまち ～地域共生社会の実現～」を掲げました。 

 そして、基本理念の実現に向けて３つの基本目標を定め、これらに沿って行政と社会福祉協議会が主

体となり、具体的な取組を進めてきました。 

 「第５期えびの市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の策定に当たり、現行計画である第４期計画に

位置付けた各種施策の振り返りを行いました。 

 振り返りについては、具体的な分野別施策が「できたのか、できなかったのか」を明確にした上で、

それらの具体的な施策を「第５期計画ではどうするのか」について方向性を検討する内容としました。 

 

 

１．第４期計画における重点取組について 

第４期えびの市地域福祉計画において、基本理念の実現を強く進めることを目的として、地域福祉を

推進するための「４つの重点取組」を設定しています。 

 

①地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築 

 具体的取組において、「包括的な支援体制の構築」「身近な相談窓口の充実」「自立のための生活困窮者

支援」「成年後見制度の周知・拡大」「子どもの貧困対策の推進」「生きることの包括的な支援の実施」を

掲げ、地域共生社会の実現に取り組みました。 

 本市におけるこれまでの相談支援のあり方や、市民ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、第４期計画期

間内に「重層的支援体制整備事業」に取り組むことを目指し、令和５年度から令和６年度にかけて相談

支援機関との関係構築や制度の周知を進めてきました。 

重層的支援体制整備事業は令和７年度に本格実施をスタートさせており、地域共生社会の実現に向け

た包括的支援体制の構築は達成できましたが、本来の目的は「体制の構築」ではなく、「誰も取り残さな

い地域共生社会づくり」です。今後の運用や支援体制の強化について、引き続き取組が必要です。 

 

②住民主体のまちづくりのための人材育成・発掘 

 「ボランティア活動の普及・啓発及びボランティアセンターの利用促進」「生活支援ボランティア育成

事業などの実施」「福祉サービス事業所などと連携した福祉専門職などの確保」を掲げ、住民主体のまち

づくりに求められる人材育成に努めました。 

 人口減少が続く中、地域の担い手確保や育成に努めており、普及・啓発や地域住民自身が考える機会

づくりは実施できていますが、持続可能なまちづくりにはこうした中長期的な取組みを継続することが

求められます。 

 また、今後も安定した福祉サービスを提供するためには、限られた福祉人材の連携による効果的な施

策の展開が必要となります。このため、重層的支援体制整備事業における「包括的相談支援」を通じて、

多機関が連携できる体制づくりを進めました。 
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③安心・安全のための防災力の強化 

 具体的取組として「自主防災組織などの活動支援」「避難行動要支援者の支援の充実」「地域住民の防

災意識の高揚」を掲げ、地域防災力の強化に努めました。 

 また、特に重点を置く３つの取組として位置付ける「避難行動要支援者個別計画」「避難行動要支援者

の把握」「災害時の情報提供」については、令和８年度までに個別避難計画の策定を進めるとともに、年

に２回、中学校区ごとに開催する地域福祉推進会議において、地域住民による避難行動要支援者名簿の

見直し・確認作業を行っており、避難体制の構築に努めました。 

 各地域における自主防災組織の設立も進んでおり、災害時の情報提供や避難体制の構築に関する地域

での役割が期待されます。 

 

④地域の住民間での支え合い体制の構築 

 具体的取組について「地域福祉活動の推進」「高齢者の見守り事業実施」「移動支援及び買い物支援の

推進」を掲げて取り組みました。 

 地域住民の支え合い体制は、地域住民をはじめ社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、自治会、

地域福祉推進員など幅広い関係機関との連携が重要です。 

 社会福祉協議会が実施する「地域支え合い事業（ほっこりサロン）」、「わくわくお出かけサロン」や民

間事業所の協力により実施する「地域見守り応援隊事業」、また民生委員・児童委員による「高齢者実態

調査」など、関係機関がそれぞれ計画期間内に取り組んだ事業により、高齢者の閉じこもり防止や周囲

に相談できる環境づくりが進んでおり、本市における重層的支援体制整備事業の実施につなげることが

できました。 
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２．分野別施策の進捗状況評価（行政・社会福祉協議会） 

基本 

目標 
分野別施策 

取組 

項目数 

進捗状況 

できた 
十分ではない

ができた 
できなかった その他 

Ⅰ 

み
ん
な
で
支
え
合

う
地
域
づ
く
り 

(1)地域福祉を推進する仕

組み・体制づくり 
９ ７ １ １ ０ 

(2)お互いに支え合う活動

の活性化 
９ ６ ３ ０ ０ 

(3)地域住民の交流促進 ７ ７ ０ ０ ０ 

Ⅱ 

地
域
を
支
え

る
担
い
手
づ
く
り 

(1)地域福祉を担う人材の

育成 
１０ ５ ５ ０ ０ 

(2)地域で活躍できる場の

創出 
７ ５ ２ ０ ０ 

Ⅲ 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り 

(1)福祉サービスが利用し

やすい環境づくり 
１５ １３ ２ ０ ０ 

(2)誰もが安心して暮らせ

るまちづくり 
１９ １６ ３ ０ ０ 

(3)みんなで支える健康づ

くり 
７ ５ ２ ０ ０ 

(4)地域の防災・防犯への

取組 
８ ６ ２ ０ ０ 

(5)再犯防止の支援（再犯

防止推進計画） 
１２ ５ ６ ０ １ 

具体的施策 計 １０３ ７５ ２６ １ １ 

 

○ これまでも実施してきた取組を掲げた施策については、「できた」と評価する項目が多くなってい

ます。 

○ 一方で、これまでの取組よりも踏み込んだ内容を掲げた施策については、「十分ではないができた」

との評価が多くなっており、より積極的な施策を進めていくための検討が必要です。 

 

３．第４期計画の実施状況 

第４期えびの市地域福祉計画の基本理念の実現を進めるために掲げた具体的取組（分野別施策）に関

する進捗状況については、以下のとおりとなっています。 
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基本目標Ⅰ みんなで支え合う地域づくり 

（１）地域福祉を推進する仕組み・体制づくり 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①包括的な

支援体制の

構築 

住民の身近な相談役である民生委員・児

童委員の定例会を通じて、公的な福祉サー

ビスの情報提供に努めています。 

高齢者、障がいのある人、子どもなどの

対象者ごとに、公的な支援制度が整備さ

れ、質量ともに公的支援の充実が図られて

きました。しかし、地域住民の問題は複雑

化・複合化しており、分野ごとの縦割りの

対応では、解決できなくなっています。そ

のため、既存の相談支援などの取組をいか

しつつ、関係各課及び関係機関との連携を

強化し、地域住民の複雑化・複合化した支

援ニーズに対応する包括的な支援体制の

構築を目指します。 

・令和５年度から令和６年度にかけて、

重層的支援体制整備事業への移行準備

事業に取り組み、社会福祉協議会を始め

とする支援関係機関と複雑化・複合化し

た課題を抱える方や、その家族への支援

を行う体制を整えました。 

・令和 7 年度から重層的支援体制整備

事業の本格実施をスタートさせ、「相談

支援」「参加支援」「地域づくり」の一体

的な取組により、課題に応じた支援関係

機関との連携や人と地域とのつながり

を目指します。 

で
き
た 

福
祉
課 

②地域活動

の継続のた

めの支援 

本市では、まちづくり協議会で福祉部会

の設置、子ども食堂の実施など、地域の課

題にあわせて地域活動の推進を行ってい

ます。 

今後も地域福祉活動の活性化に向けて、

継続的に地域住民が身近に地域福祉につ

いて考えていく場を設けるなど、関係機関

と連携を図り支援します。 

・自治会ごとに「地域福祉推進員」を推

薦いただき、地域福祉の担い手として住

民と関わったり身近な課題について考

えたりする機会を設けました。 

・たくさんの方に経験してもらえるよ

う、地域福祉推進員の任期は２年間とな

っています。 

【地域福祉推進員数】 

令和６年度末現在：１３７名 

で
き
た 

福
祉
課 

・飯野まちづくり協議会（年３回）、真幸

まちづくり協議会（毎月）において、子

ども食堂を開催することができました。 

・各まちづくり協議会において福祉部会

を設置し、地域の課題に合わせた福祉事

業が実施されました。 

市
民
協
働
課 

③まちづく

り協議会と

地域福祉推

進会議の連

携強化 

まちづくり協議会では、福祉部会が設置

され地域福祉推進活動として、「声かけ運

動」や「はつらつ百歳体操の支援」などが

行われています。 

地域が抱える諸問題や社会状況に合わ

せた新しい生活様式などの現状に即した

新たな取組について、まちづくり協議会の

福祉部会と地域福祉推進会議が連携し、地

域の実情に合った支え合い活動ができる

よう支援します。 

・各まちづくり協議会の福祉部会で健康

づくりのためのグラウンドゴルフ大会

や、高齢者生活支援活動を行うことがで

きました。地域福祉推進会議と連携し、

地域の実情にあった支援を引き続き行

います。 

で
き
た 

市
民
協
働
課 
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④地域福祉

推進会議を

軸にした地

域福祉ニー

ズの把握と

対応 

地域福祉推進会議において地域におけ

る生活課題、要支援者などについて共有

し、地域における福祉ニーズを早期に把

握、対応するため、自治会長、民生委員・

児童委員、地域福祉推進員及びその他の関

係団体と連携強化を図ります。 

・中学校区ごとに年２回の地域福祉推進

会議を開催し、民生委員・児童委員、自

治会長、地域福祉推進員、まちづくり協

議会、コミュニティマネージャーに参加

いただいて、地域課題などの話し合いや

要支援者の確認を行いました。 

・地域福祉推進会議のテーマは回ごとに

変えていますが、行政による講話を聞く

だけでなく、地域ごとの話し合いを多く

取り入れ、地域に応じた課題解決に役立

つ場となるよう、内容を充実させる必要

があります。 

【地域福祉推進会議参加者数】 

令和４年度：新興感染症拡大のため中止 

令和５年度：４３３名 

令和６年度：３８４名 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

 

 

 

【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①多機関と

協働した包

括的な支援

体制の構築 

サービスの質の向上に努め、今後、地域

共生社会の実現のために、複雑化・複合化

した支援ニーズに対応し、より良質なサー

ビスの提供ができるよう多機関と協働し

ながら、包括的な相談支援体制の構築を目

指します。 

・重層的支援体制整備事業の本格実施に向け

て、令和５年度から令和６年度の２か年に渡り、

多機関との協働による包括的な相談支援体制を

構築してきました。今後もさらに関係機関との

連携を強化し、解決に向けたより良い支援を可

能にしていきます。 

で
き
た 

②ボランテ

ィア活動を

軸にした身

近な助け合

い・支え合い

体制の構築 

ボランティアが必要な行事などにおい

ては、随時ボランティアセンターより呼び

かけながら、気軽に楽しくボランティア体

験が行えるような仕組みづくりを行って

います。 

また、今後も思いやりを育む福祉に関す

る学習の推進を念頭に置き、ボランティア

の呼びかけの方法を見直しながら、子ども

から高齢者まで幅広い世代へのボランテ

ィア意識の向上につなげます。 

・年間通じてボランティアセンターより呼びか

けを行い、気軽に楽しくボランティア体験が行

えるように、各団体への文書でのお知らせやＳ

ＮＳより情報発信を行っています。 

【ボランティア活動の主な案内実績】 

 ５月 京町温泉マラソン大会  

 ６月～３月 カレーの日のボランティア 

（年９回） 

 月６回 お出かけサロン付き添いボランティ     

     ア 

で
き
た 

③まちづく

り協議会と

の連携によ

る人材育成

の強化 

 地域福祉を担う人材育成のために、まち

づくり協議会との地域福祉活動の目的を

共有し、今後、さらにまちづくり協議会と

社会福祉協議会との連携強化を図ります。 

・まちづくり協議会と社会福祉協議会との連携

を強化するために、各まちづくり協議会を訪問

し、活動に対する意見交換を実施しましたが、

連携による取組みには至りませんでした。 

で
き
な
か
っ
た 

④福祉団体

の支援 

必要に応じて行政と協議を重ねながら、

各分野における福祉団体の課題解決に努

め、福祉団体の存続のための支援を行いま

す。 

また、新たな福祉団体の発足のための情

報提供や情報交換、発足後の活動が安定す

るまでの支援を行います。 

・民生委員児童委員協議会、高齢者クラブ連合

会、身体障害者福祉会、赤十字奉仕団、更生保

護女性会、視覚障害者互助会等の福祉団体に対

して、活動支援を行っています。それぞれに後

継者不足による活動見直しなどの課題を抱えて

おり、会の存続のため支援を行っています。 

・新たな福祉団体の発足はありませんでした。 

で
き
た 
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（２）お互いに支え合う活動の活性化 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①地域福祉

活動の推進 

人口減少に伴い、地域住民のつながりが

希薄化しているため、地域支え合い事業が

必要な市内全地区で実施できるように支

援していく必要があり、今後も引き続き、

地域住民で支え合い、顔の見える関係を築

くことができるよう、地域住民の福祉活動

の推進と意識向上に努めます。 

・社会福祉協議会が実施する「地域支え

合い事業」に多くの方が参加できるよう

補助を行いました。 

・令和４年度及び令和５年度は４８地

区、令和６年度は５０地区が実施してお

り、コロナ禍においても、公民館集い型

と見守り訪問型の併用など、開催方式を

工夫するなどして継続して実施されま

した。 

で
き
た 

福
祉
課 

②高齢者の

見守り事業

実施 

高齢者の見守り事業については、本市独

自の取組として、「①緊急通報システム」

の導入、社会福祉協議会で実施している

「②配食サービス」、市内４事業所の在宅

介護支援センターに委託している「③総合

相談等窓口運営事業」を実施しています。

高齢化が進む中、高齢者の見守り体制整備

は、大変重要な取組となっており、今後、

高齢者の見守り事業の対象者は増加する

ことが見込まれることから、住民が住み慣

れた地域で安心して自立した生活を継続

できるよう、地域での見守りネットワーク

体制を継続して実施します。 

・高齢者の見守りは、主にこれまで家族

や親族が担ってきましたが、一人暮らし

高齢者等の増加によって多様な主体に

よる活動が望まれています。 

 地域包括支援センターや在宅介護支

援センターの各種事業において、見守り

が必要な人に必要な支援の提供に努め

ると共に、地域による見守り活動につい

ても、はつらつサポーター活動が自然な

形で見守りにつながっているところで

す。 

で
き
た 

介
護
保
険
課 

③地域活動

などに関す

る情報の発

信 

自治会や地域の活動について、住民に把

握、理解してもらえるように、活動内容に

ついて積極的に情報を発信していきます。

また、広報紙やホームページ（HP）などを

通じて、地域のつながりの必要性について

も周知を行います。 

・各まちづくり協議会が、地域の活動の

様子を毎月の便りとして発行しており、

各地区の回覧版や市ホームページにお

いて周知を図っています。市の広報誌か

らも積極的に情報を発信することがで

きました。 

で
き
た 

市
民
協
働
課 

④福祉に関

する活動へ

の意識の啓

発 

身近にある困りごとについて、どのよう

な支援を地域でできるかを、住民に考えて

もらうことが必要です。福祉に関する様々

な活動などに住民の参加を促し、地域での

福祉活動へとつなげます。 

・地域内のちょっとした困りごとを地域

で解決する仕組みづくりの周知を社会

福祉協議会が進めており、地域で必要と

する手助けや支援する人など、住民自身

で話し合いながら「人」と「地域資源」

がつながる取組みを支援しました。 

・令和 7 年度からは重層的支援体制整

備事業における「地域づくり支援」とし

て推進していきますが、社会福祉協議会

と連携し、周知や話し合いの機会を設け

ることが必要です。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①新たな地

域支え合い

事業への取

組 

近年の生活様式の変化により、地域での

交流の場が減少しています。地域のつなが

りや活気を取り戻すためにも、住民が地域

で顔を合わせる場が必要です。 

これまでの地域支え合い事業を実施す

るにあたり、新たな生活様式の中で各自治

会ならではの特色ある地域支え合い事業

も取り入れながら、全地区で開催できるよ

うに取り組んでいきます。 

・地域での交流の場を広げるため、地域支え合

い事業において、従来の公民館集い型に加え、

公民館まで来られない方のための見守り訪問型

や自治会が自主的に行う居場所型（茶飲ん場）

の推進を行いました。 

【地域支え合い事業実績（令和６年度）】 

 事業実施地区 ５０地区 

 （自治会ごとに①②③の組み合わせ有） 

①公民館集い型：４９地区 延べ３１２回 

②見守り訪問型：３地区 延べ７回 

③居場所型：６地区 延べ３１回 

で
き
た 

②見守り活

動への活性

化と意識の

向上 

引き続き、地域で開催される地域支え合

い事業での対象者の見守りや、「ささえあ

い通信」、「チャレンジノート」の定期的な

発行による地域活動の情報発信や配布時

の声かけ、見守り活動を行います。また、

高齢者、障がいのある人への給食サービス

の配達時に声かけを行い、利用者の安否確

認を行います。 

地域見守り応援活動として、市内の配達

などを行う業者の協力を得て、配達時に異

変があった場合に連携し、対応に努めま

す。 

今後も幅広く日頃の見守り活動が活性

化するように、住民の意識の向上を目指し

ていきます。 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、地域の

交流が減少している状況の中、地域のつながり

が途切れないことを目的に「ささえあい通信」

と「私の元気チャレンジノート」の定期的な発

行を始めました。 

・ささえあい通信やチャレンジノートの配布を

地域の役員や地域ボランティアに協力いただ

き、直接高齢者に手渡しすることで、声かけや

見守り訪問になっています。 

・高齢者給食サービスでは、配達時に声かけを

行い利用者の安否確認を行っています。 

で
き
た 

③地域福祉

の重要性の

周知 

地域福祉の重要性と社会福祉協議会の

活動の役割を住民に理解していただくた

めに、魅力ある広報紙づくりに努めます。

また、紙媒体だけではなく、ホームページ

（HP）、ソーシャルネットワーキングサー

ビス（SNS）など、それぞれの特性を生か

した広報活動を行います。 

・市民に地域福祉の重要性と社会福祉協議会の

役割を理解していただくために、年２回の社協

だよりおよび年４回のボランティアだよりの広

報誌を発行しています。 

・行事の開催前、開催後はホームページやＳＮ

Ｓ（インスタ等）での案内や開催報告を行いま

した。まだまだ広報不足のため、情報発信のや

り方について見直し、情報提供の充実に努めて

いきます。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

④助け合い・

支え合い活

動の推進 

生活課題の解決のために、ちょっとした

困り事は、地域の住民同士で解決できる助

け合い活動を推進していきます。また、日

中地域に住む住民が、いつでも気軽に立ち

寄れる居場所づくりを推進し、外出の少な

い引きこもりがちな高齢者、障がいのある

人、子育て世代の方々などの心の拠り所と

なる新たな支え合い活動を展開していき

ます。これらが地域で取り組んでいけるよ

うに、積極的に出前講座や座談会などを行

い、助け合い、支え合い活動の推進を行い

ます。 

・地域の生活課題の解決のために、社協では暮

らしねっと推進事業として、自治会内での支え

合い、助け合いの仕組みづくりを推進しました。

希望自治会に対して座談会を行い、仕組みの立

ち上げに向けて、後方支援を行っています。 

【助け合いの仕組み立ち上げ自治会】 

（令和６年度末時点） 

中上江自治会：「孫の手クラブ」 

湯田自治会：「湯田おたすけ隊」 

堀浦自治会：「青空サロンだいでんきやんせ」 

京町自治会：「京町自治会微助っ人クラブ」 

東原田自治会：「ぽけっと」 

中島自治会：「中島自治会微助っ人クラブ」 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 
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⑤学校と連

携した福祉

に関する体

験学習の充

実 

高齢者疑似体験、車いす体験、アイマス

ク体験を行い、児童、生徒の福祉意識の向

上を図っていきます。また、中高生に夏休

みボランティア体験や地域福祉行事など

への参加を呼びかけ、ボランティアの育成

に努めます。 

今後も各学校との連携を強化し、将来を

担う子どもたちに、普段の生活から気づき

の感性を養える体験学習の充実を図りま

す。 

・依頼のあった小中学校に出向き、高齢者疑似

体験、車いす・アイマスク体験を行いました。 

・令和６年９月には、総合的な学習の時間の中

で真幸小学校の３年生と視覚障がい者の方々と

のふれあい交流会を実施しました。 

・交流を通して障がい者の方々の心情を理解す

ると共に、どのような手助けが必要なのかを学

ぶことができました。 

で
き
た 
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（３）地域住民の交流促進 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①保護者の

不安解消の

場としての

提供及び情

報発信 

地域子育て支援センターは、子育て支援

の拠点となる施設です。広く市民に周知す

る必要があり、広報紙やホームページ

（HP）に加えソーシャルネットワーキン

グサービス（SNS）を活用し、保護者が必

要なときに必要な情報を入手できるよう、

多様な情報発信に努めるとともに保護者

同士の交流の場として提供し、子育て世帯

の負担軽減や不安解消などにつなげます。 

・子育て家庭の孤立化を防ぐ観点から、

地域子育て支援センター利用の広報に

引き続き努め、未就園児や、支援が必要

な家庭の参加を促しました。 

・活動の周知のため、保健センターでの

乳幼児健診の際に子育て支援センター

職員にも同席いただき、周知を行いまし

た。 

・令和６年１１月から新たに飯野地区に

子育て支援センターを設置し、子育てに

関する相談体制、交流活動の場づくりが

できました。 

で
き
た 

こ
ど
も
課 

②世代間交

流の推進 

自治会が主体となり、地域の子どもから

大人までが一緒に参加して、世代間交流活

動などを実施できるように支援します。 

・まちづくり協議会が取り組む地域活性

化活動などを支援する「地域活性化活動

奨励事業補助金」により、地域の伝統行

事や世代間交流事業を推進することが

できました。 

で
き
た 

市
民
協
働
課 

③市民団体の

交流の場の環

境整備及び利

用促進 

市民団体が市民活動支援センターを活

用しやすい場、市民団体の交流の場となる

ような環境整備を行ってきました。 

今後も、交流の場としての環境整備及び利

用促進を図ります。 

・市民団体の交流の場の整備を行い、定

期的な会議で情報交換等が行われてい

ます。 

・令和６年度は市民活動支援センターの

パンフレットを作成して広く利用の促

進を図りました。 

【市民活動支援センター登録団体数】 

令和４年度：１３団体 

令和５年度：１１団体 

令和６年度：  ７団体 

で
き
た 

市
民
協
働
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①住民同士

を「つなぐ」

「つながる」

活動の推進 

住民同士の絆を大切に、日々、人と人の

心を「つなぐ」「つながる」ことを念頭に活

動しています。 

今後も、地域住民と地域の様々な団体と

の連携を進め、一人でも多くの住民が参加

できる地域行事やイベントへの支援を行

います。 

・地域福祉事業全般を通じて、「つなぐ」「つな

がる」ことを念頭に活動しています。今後もそ

れぞれの事業・活動の中で、住民同士の絆を大

切にすることを意識しながら、活動に努めてい

きます。 

で
き
た 

②世代間交

流や子育て

支援、地域活

動への継続

支援 

公民館での地域支え合い事業の中で、高

齢者と地域子育て支援センターに通う乳

幼児や母親との交流会や、中学生の高齢者

宅の生活支援ボランティア体験などを通

じて、世代間の交流の機会を設けます。 

今後も、世代間交流や子育て支援、地域

活動の機会を幅広く設け支援していきま

す。 

・ボランティア体験事業の一環として、毎年夏

休み期間に市内４つの中学生に対してボランテ

ィア希望を呼びかけ、高齢者宅の生活支援ボラ

ンティア体験活動「困り事お助け隊」を実施し

ました。 

・民生委員・児童委員や在宅介護支援センター

の協力をもらい、事前に希望のあった対象者宅

の草取りや窓拭きの作業に加え、高齢者との語

りの場を設けています。 

【ボランティア体験人数】 

令和４年度：中学生７４名 高校生４名  

令和５年度：中学生６３名 

令和６年度：中学生９２名 

・子育て支援センターとの交流はコロナ禍にお

いて中止となって以降、再開していません。 

で
き
た 

③地域の居

場所づくり

支援 

地域に誰もが気軽に立ち寄れる居場所

ができることで、孤独感が解消され、閉じ

こもり防止や生活意欲の向上につながり

ます。また、居場所が仲間づくりの場とな

り、顔の見える関係により住民の困り事や

心配事がわかり、ニーズ把握と解決への早

期対応につながるため、地域の居場所づく

りを積極的に支援します。 

・地域支え合い事業の内容を拡大し、地域の居

場所を増やす目的で令和６年度より居場所型

（茶飲ん場）の開催を推進しています。 

・居場所での話題で困り事や心配事が分かり、

解決への早期対応につながっています。 

【事業実績（令和６年度）】 

地域支え合い事業/居場所型：６自治会 

暮らしねっと推進事業/独立型：２自治会      

で
き
た 

④魅力ある

交流などの

企画 

地域支え合い事業では、現在、市内約50

地区で地域高齢者などの交流の場を提供

しています。実施されていない地域に対し

ても、ささえあい通信などの発行時に地域

に出向き、少しでも交流の機会が増えるよ

うに努めていきます。 

今後は、開催内容、会場を工夫しながら、

参加者が参加したくなる内容を自治会と

一緒に企画し、魅力ある交流の場ができる

ように努めます。 

・地域支え合い事業はこれまでの公民館集い型

に加え、見守り訪問型、居場所型を増やし、地

域の実情に応じた支え合い事業が継続できるよ

うに工夫しています。 

・公民館集い型をより親しみやすいネーミング

にするために、集い型の参加者や役員、ボラン

ティア全員を対象としたネーミング選挙を令和

６年度に行い、「ほっこりサロン」というネーミ

ングにリニューアルしました。 

・年度初めに行う事業説明会では、わくわくす

る交流の場が企画できるようにグループワーク

を行いました。 

で
き
た 
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基本目標Ⅱ 地域を支える担い手づくり 

（１）地域福祉を担う人材の育成 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①ボランテ

ィア活動の

普及・啓発及

びボランテ

ィアセンタ

ーの利用促

進 

ボランティアに興味を持つようなイベ

ントや育成事業の開催を実施するととも

に、ボランティアセンターで年 4 回発行

する「ボランティアセンターだより」など

により定期的にボランティア情報を発信

し、ボランティア活動の普及、啓発を行い、

ボランティアセンターの利用促進を図り

ます。 

・ボランティアセンター運営補助金の活

用を通じてボランティア活動の促進を

図ることができました。 

・ボランティア連絡協議会での情報提供

や「ボランティアセンターだより」を定

期的に発信することにより、ボランティ

ア活動の普及や啓発を行うことができ

ました。 

で
き
た 

市
民
協
働
課 

②生活支援

ボランティ

ア育成事業

などの実施 

ボランティアセンターが開催する生活

支援ボランティア育成講座の参加者が、有

償ボランティア活動を開始するなど、新し

い形で地域での助け合い活動が広がりを

みせています。 

今後は、地域の困り事に関心を持っても

らえるよう、生活支援ボランティア育成事

業などを継続して支援していきます。 

・ボランティアセンターが開催するボラ

ンティア育成講座や研修において、地域

の課題を考える機会を設けており、これ

らに対する参加を通じてボランティア

への関心が広がっています。 

で
き
た 

市
民
協
働
課 

③福祉サー

ビス事業所

などと連携

した福祉専

門職などの

確保 

必要な福祉サービスを安定的に適用し

ていくためにも、地域の福祉ニーズを支え

る福祉専門職などの確保が重要となりま

す。 

福祉サービス事業所や関係機関などと

連携し、人材育成や確保の支援に努めま

す。 

・これまで同様、介護福祉士の就職促進

を図りながら、介護の職を目指す機会の

増進と家族介護を希望される方への支

援を継続して実施しました。 

・令和７年度は新たに、質の高いケアマ

ネジメントを支える介護人材の継続的

な確保・育成を図るため、市内介護事業

所の介護支援専門員等に対し支援を実

施しており、市ホームページへの掲載や

市内介護事業所へチラシを配布し、周知

を行いました。 

【令和６年度末現在の実績】 

①介護人材確保推進事業補助金：０人 

②介護福祉士就職支度金：１人 

③介護職員初任者研修受講料助成金：４

人 

④介護支援専門員等法定研修受講料等

助成金：３人 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

介
護
保
険
課 

・園訪問の際に市外の事業所から臨床心

理士を派遣していただき、児童の支援に

あたりました。 

こ
ど
も
課 
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④出前講座

の活用促進 

これまで、住民のニーズに応じて職員な

どが出向き、市政や福祉、健康、環境、防

災などについて出前講座を実施しました。 

今後も、人材育成に出前講座を活用しても

らうため、パンフレットを作成し、市ホー

ムページへの掲載や自治会回覧、各種団体

の総会において配布するなど、事業の活用

促進に努めます。 

・住民のニーズに応じて職員などが出向

き、市政や福祉、健康、環境、防災など

について出前講座を実施しました。 

・今後も、住民の人材育成に出前講座を

活用してもらうため、パンフレットを作

成し、市ホームページへの掲載や自治会

回覧、各種団体の総会において配布する

など、事業の活用促進に努めます。 

【出前講座開催・参加者数実績】 

令和４年度：３４回   ７４６人  

令和５年度：４０回 １，２７７人  

令和６年度：３６回 １，４０４人  

で
き
た 

社
会
教
育
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①ボランテ

ィアセンタ

ーの機能拡

充 

ボランティアセンターの役割として、ボ

ランティア活動をしやすい体制整備及び

情報提供などを行っています。ボランティ

アセンターが活動の拠点として住民に周

知していただくよう、積極的にボランティ

ア活動の啓発、拡充に努めます。 

・ボランティアセンターだよりや公式 LINE ア

カウントにて、ボランティア団体の紹介やボラ

ンティア募集のお知らせなど定期的な情報提供

を行いました。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

②安心して

暮らし続け

ることので

きる地域づ

くり 

急速な高齢化に伴い、地域の生活課題が

増えるため、今後は、地域の助け合い、支

え合いの仕組みづくりが求められます。

様々な機会を利用して、地域の生活課題に

関心が低い世代にも理解を求めながら、安

心して暮らし続けることのできる地域づ

くりを進めます。 

・暮らしねっとサポーター養成研修を年２回企

画し、地域の助け合い、支え合いについて意識

を高め、地域の困り事の解決に一緒に考える研

修を行っていました。 

・研修修了者に対して、住んでいる地域での助

け合い活動の仕組みづくりの後方支援やボラン

ティア活動を紹介しました。 

【研修受講修了者実績】 

令和４年度：修了者３２名 

令和５年度：修了者３３名 

令和６年度：修了者３３名 

で
き
た 

③ボランテ

ィア活動へ

の意識改革 

活動の場の提供だけでなく、ボランティ

アの意義や参加目的をしっかり伝え、ボラ

ンティアが意欲的に楽しく活動に参加で

きるように意識改革を行います。 

・令和４年度より傾聴ボランティア育成を目的

に、毎年、定期的に養成講座を企画しており、

令和７年６月には講座を修了された方による傾

聴ボランティアグループが誕生しました。 

・現在、傾聴が必要な方に対して、ボランティ

ア派遣の調整を行い、ボランティアが意欲的に

楽しく活動できるように支援しています。 

で
き
た 

④地域福祉

推進員の支

援 

地域福祉推進員が、地域の中での役割を

認識し、地域を支え合う一員として意欲的

に活躍していただけるように支援します。 

・地域福祉推進会議において、地域福祉推進員

の役割について認識していただき活動できるよ

うに、市福祉課と協働し、グループワークの内

容等を企画しています。 

・地域福祉推進員の各自治会での位置づけや役

割に格差があり、充分な活動につながっていま

せん。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

⑤活動を支

える担い手

確保のため

の啓発や情

報提供 

引き続き、地域の活動を支える担い手確

保のために、定期的な地域福祉推進会議、

暮らしねっとサポーター養成研修の開催

及び地域ボランティアの活動の推進を行

います。 

今後は、地域の活動を支える担い手確保

のために、地域に入り込み、地域に根差し

た活動を実施します。 

・地域の活動を支える担い手の確保のために、

暮らしねっとサポーター養成研修を年２会開催

しました。 

・また、令和６年度より、希望地区に対して「ふ

くしの座談会」を開催し、地域の特徴や困り事

などに関する情報把握や、これからの自治会内

での助け合い・支え合いの必要性についての座

談会を行いました。 

・座談会に参加する住民の負担軽減のため、自

治会の会合の場や百歳体操の終了後などに開催

するよう調整しました。 

・今後は、もっと意欲的に座談会に参加してい

ただけるよう、開催方法や内容について再検討

の必要があると感じています。 

【「ふくしの座談会」実施自治会数】 

令和 6 年度 １７自治会 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 
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（２）地域で活躍できる場の創出 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①地域活動

や地域行事

の継承 

伝統文化の継承などを目的に、各自治会

において、田植え体験やしめ縄づくりなど

特色のある事業が実施されています。 

地域の知識や活力を、次世代につなぐた

めにも、地域行事の継承に努めます。 

・地域活性化活動奨励事業補助金の活用

を通じて、地域の伝統行事や世代間交流

事業を推進することができました。 

【世代間交流事業実施数】 

令和４年度：２０４事業 

令和５年度：２２２事業 

令和６年度：２２６事業 

で
き
た 

市
民
協
働
課 

②地域の活

動を担う人

材の交流の

場の提供 

地域には、自治会長をはじめ、民生委員・

児童委員、地域福祉推進員、避難支援協力

員など、地域の福祉ニーズを発見し、解決

に結びつける「担い手」としての役割を担

っている人材がいます。 

これらの地域の活動を担う人材の交流

の場を設け、意見の交換などを行い、今後

の活動の活発化につなげます。また、活躍

の場を広げられるように、役割について住

民に周知し、活動を支援します。 

・民生委員・児童委員、自治会長、地域

福祉推進員、まちづくり協議会を対象と

した地域福祉推進会議の開催を通じて、

地域活動に関する話し合いや意見交換

の場を提供しました 

・自治会単位でのグループワークを行う

ため、参加をお願いする人材が限定され

ています。今後は交流が広がるような参

加対象を考える必要があります。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

③住民の社

会参加活動

の場づくり 

住民が社会参加の機会の充実を図るた

め、住民がボランティア活動に参加しやす

い環境づくりが不可欠です。参加できると

きに、無理のない頻度で活動できるよう、

ボランティアをコーディネートする仕組

みづくりを社会福祉協議会と協働して推

進し、参加しやすい場づくりを目指しま

す。 

・えびの市社会福祉協議会が実施する

「ボランティアセンター運営事業」に係

る管理運営や事業に必要な経費を支援

することにより、ボランティアをコーデ

ィネートする仕組みつくりの構築につ

なげることができました。 

で
き
た 

市
民
協
働
課 

④地域活動

の様子の紹

介 

各地域で行われている地域活動の予定

や活動の様子をホームページや広報紙を

使って紹介し、活動の活性化に努めます。 

・地域の活動の様子を各まちづくり協議

会が毎月の便りとして発行しており、各

地区の回覧及び市ホームページにおい

て周知を図っています。市の広報誌から

も積極的に情報を発信することができ

ました。 

で
き
た 

市
民
協
働
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①地域活動

などの運営

や開催の支

援 

今後も、地域住民と地域の様々な団体と

の連携を進め、一人でも多くの住民が参加

できる地域行事やイベントへの支援を継

続していきます。 

・毎月１回のカレーの日（子ども食堂）実施に

より、個人や団体より多数のボランティアが集

まり活動の輪が広がりました。 

・令和７年度からは、こども・地域食堂として、

誰もが集まれる居場所としてイベントを継続し

ます。 

で
き
た 

②地域の活

動を担う人

材の交流、育

成の場の提

供 

市と協働で行う地域福祉推進会議や、地

域の活動を担う人材との意見交換の場を

積極的に設けていき、人材育成に努めてい

きます。 

・少子高齢化による過疎化が進み地域課題が増

えている中で、地域福祉推進会議や福祉の座談

会等を通じて、地域の活動を担う人材育成を目

的として、テーマに沿った意見交換の場を設け

ました。 

・参加者の方々が「我が事として意識の向上に

つながったか」について検証し、より良いテー

マを企画していく必要があります。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

③地域住民

への積極的

な情報提供

と学習機会

の充実 

より多くの地域住民が、地域活動に参加

できるようにするために、積極的に情報提

供や学習の機会を設け、活躍の場を創出し

ていきます。 

・暮らしねっとサポーター養成講座や傾聴ボラ

ンティア養成講座などの研修会を開催し、受講

者が地域で活動できる環境を整備することがで

きました。 
で
き
た 
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基本目標Ⅲ 安心して暮らせる環境づくり 

（１）福祉サービスが利用しやすい環境づくり 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①福祉サー

ビスの適切

な提供 

介護、障がい福祉、子育て支援などの福

祉サービスが適切に提供できるよう、わか

りやすい情報発信に努めます。 

また、民生委員・児童委員、地域福祉推

進員や関係機関との連携を強化し、サービ

スが行き届いていない人を早期発見し、サ

ービス利用につなげます。 

・広報紙やホームページを通して、福祉

サービス制度の内容に関する情報を発

信しました。 

・障害者手帳等の交付の際、窓口に備え

てある「障害者のしおり」を活用し、分

かりやすい情報提供に努めました。 

で
き
た 

福
祉
課 

・出前講座や高齢者向け説明会等を実施

するとともに、市ホームページ等により

情報発信を行いました。 

介
護
保
険
課 

・広報紙、ホームページ、市公式 LINE

のほか、市内の教育・保育施設を通じて

保護者向けに子育て支援策一覧を周知

するなど、工夫しながら情報発信に取り

組みました。 

・こども宅食事業やこども食堂運営支援

を通じてアウトリーチ（こちらから出向

いて必要な支援を届ける取組み）を実施

し、必要なサービスが行き届いていない

人の早期発見や関係機関へのつなぎを

行いました。 

こ
ど
も
課 

②地域福祉

計画を上位

計画とした

個別計画の

推進 

地域福祉計画は、地域における高齢者福

祉、障がい福祉、児童福祉などの福祉計画

の上位計画となります。地域福祉計画を上

位計画とし、福祉の個別計画（介護保険事

業計画、障がい者計画、子ども・子育て支

援事業計画など）により、適切なサービス

量や質の確保に努めます。 

・令和５年度に策定した「障がい者プラ

ン」に基づいて様々な施策を推進し、障

がいの程度に応じた適切な障がい福祉

サービスや障がい児支援サービスの提

供に努めました。 

で
き
た 

福
祉
課 

・第９期介護保険事業計画に基づいて、

将来にわたって介護サービスが安定的

に提供されるよう適正な運用に努めま

した。 

介
護
保
険
課 

・地域福祉計画との整合性を図った上

で、「子ども・子育て支援事業計画」「子

どもの貧困対策推進計画」「次世代育成

支援行動計画」「子ども・若者計画」を一

体的にまとめた「こども計画」を令和６

年度に策定しました。 

・計画期間のスタートとなる令和７年度

から計画に基づく適切なサービスが提

供できるよう体制を整えました。 

こ
ど
も
課 
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③身近な相談

窓口の充実 

地域生活の中で困りごと、不安、問題が

発生した時に相談できる窓口の周知を進

めるとともに、誰もが必要な時に身近な相

談窓口として、相談できるような環境づく

りに努めます。 

・重層的支援体制整備事業の本格実施に

当たり、包括的な相談体制が構築された

ことを市ホームページにより広報しま

した。 

・地域活動の場において、社会福祉協議

会による事業の説明を通じて相談窓口

の周知を進めています。 

で
き
た 

福
祉
課 

・地域包括支援センターは、社会福祉士、

保健師、主任ケアマネによる専門職のチ

ームアプローチにより、介護や福祉等に

関する相談に対応しています。また在宅

介護支援センターは、より身近な相談窓

口として、訪問による実態調査をしなが

ら相談対応を行っており、両者の連携に

より相談しやすい環境づくりに努めて

います。 

介
護
保
険
課 

・全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに

対し、母子保健・児童福祉の両機能が一

体的に相談支援を行う機関として、「こ

ども家庭センター」を設置しました。 

こ
ど
も
課 

・市役所本庁や市保健センターに設置し

ている「こころの相談窓口」で面談や電

話による相談に随時対応しました。 

・相談内容等の状況に応じて個別訪問を

実施しました。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

健
康
保
険
課 

④地域ケア会

議の開催 

地域ケア会議では、個別ケースの検討を行

い、高齢者介護における重度化防止やケア

マネジャーのスキルアップにつながって

います。 

今後も、地域課題の解決やネットワークの

構築を図るため、地域ケア会議を定期的に

開催し、関係機関と連携して地域課題の解

決に努めます。 

・地域ケア会議は、多職種による高齢者

の個別課題を検討することにより、高齢

者の重度化防止やケアマネジャーのス

キルアップにつながっています。ただ

し、地域課題については、地域課題の積

み上げや分析等による課題の明確化に

は至っていないところです。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

介
護
保
険
課 

⑤地域包括支

援センター及

び在宅介護支

援センターの

周知拡大 

高齢者が住み慣れた地域で、安心してその

人らしい生活を継続することができるよ

う、相談窓口である「地域包括支援センタ

ー」、「在宅介護支援センター」の周知拡大

を図ります。 

・地域包括支援センター及び在宅介護支

援センターの相談窓口の周知について

は、ホームページ、広報紙、各種養成講

座や出前講座、チラシ配布等により実施

しています。 

で
き
た 

介
護
保
険
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①気軽に相

談しやすい

窓口及び適

切なサービ

ス提供 

多様化する生活課題に対して、関係機関

と連携を強化しながら適切な対応に努め

ます。また、地域住民が安心して暮らし続

けるために、気軽に相談しやすい窓口を提

供し、適切な情報提供と福祉サービス利用

につなげます。 

・重層的支援体制整備事業の本格実施に向け

て、窓口での相談受付の充実や関係機関との連

携強化に努めることができました。今後も適切

な情報提供や福祉サービス利用につなげていき

ます。 で
き
た 

②安心した

生活を続け

るためのあ

んしんサポ

ート事業の

実施 

今後も日常生活を送るうえで金銭管理

に不安のある高齢者や障がいのある人に

対して、安心した生活が継続できるよう、

あんしんサポート事業を継続します。ま

た、随時、支援機関と連携を取りながら、

生活課題の解決につなげます。 

・判断能力が不十分な高齢者や障がい者等に対

して、利用者との契約に基づき、日常的な金銭

管理や重要書類等の預かり・保管等の支援をす

る安心サポート事業を実施しました。 

・必要に応じて支援機関と連携を取りながら、

生活課題の解決につなげています。 

で
き
た 

③安心・安全

なファミリ

ー・サポー

ト・センター

事業の実施 

ファミリー・サポート・センターは、子

育ての手助けをしてほしい人と手助けを

できる人が会員となり、お互い助け合いな

がら、地域の中で安心して子育てができる

ように応援しています。今後も、おたすけ

会員養成講座を定期的に開催しながら、お

たすけ会員が安全に活動できる体制を確

保し、気軽に安心して利用できるファミリ

ーサポート事業を目指します。 

・ファミリー・サポート・センターは、子育て

の手助けをしてほしい人と手助けをできる人が

会員となり、お互い助け合いながら、地域の中

で安心して子育てができるように応援する事業

です。 

・令和６年度は１４２件の利用がありました。

定期的に実施される３歳児健診に出向き、保護

者一人一人にファミリー・サポート・センター

の紹介を行いました。 

・年に 1 回おたすけ会員養成講座を行い、おた

すけ会員の会員増にも努めました。 

で
き
た 
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（２）誰もが安心して暮らせるまちづくり 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①自立のた

めの生活困

窮者支援 

生活保護制度の適切な運用とともに、

「生活・仕事支援室」による生活困窮者の

自立に向けた包括的な支援を行うため、生

活困窮者の状況に応じた就労支援など、き

め細かな対応を行います。 

・生活保護法に基づき、適正な運用を行

うことができました。 

・生活困窮者自立支援制度については、

生活・仕事支援室を中心に、ハローワー

クや社会福祉協議会など関係機関と連

携を図り、生活困窮者の状況に応じた就

労支援や就労準備支援などを実施し、自

立に向けた包括的な支援を行うことが

できました。 

で
き
た 

福
祉
課 

②成年後見

制度の周知・

拡大 

認知症高齢者、知的障がいや精神障がい

のある人などが、成年後見制度を円滑に利

用できるよう、成年後見制度の周知、拡大

を図ります。また、中核機関などの関係機

関と連携し、権利擁護の推進を図ります。 

・権利擁護無料相談会をえびの市社会福

祉協議会にて定期的に開催し、障がい等

の理由で、判断能力が不十分な人の福祉

サービスの利用や日常的金銭管理の支

援・相談等を行う成年後見制度の周知と

利用支援に努めました。 
で
き
た 

福
祉
課 

・高齢者の成年後見制度の周知・拡大に

ついては、市広報紙及び中核機関による

成年後見啓発イベント、市民後見人セミ

ナー、無料相談会により実施していま

す。 

介
護
保
険
課 

③子どもの

貧困対策の

推進 

平成２９年４月に「えびの市子どもの未

来応援協議会」を設置し、制服のリユース

事業や子ども食堂、こども宅食の運営を支

援しています。 

今後も「えびの市子どもの未来応援協議

会」を定期的に開催し、関係機関などと連

携を図り、子どもを地域全体で見守り、育

てる事業を推進します。 

・「第２期えびの市子どもの貧困対策推

進計画」に沿って事業を実施しました。 

【計画に基づき実施した事業】 

①こども宅食事業の支援（月１回、第４

木曜日） 

３月実施分：２３世帯に配達 

②社会福祉協議会による「カレーの日」

への参加協力 

③学生服リユース事業の継続（在庫管理

の見直し検討） 

④「子どもの未来応援協議会」の開催（年

３回） 

第１回： ７月１９日 

第２回：１２月２４日 

第３回： ２月 ３日 

で
き
た 

こ
ど
も
課 

④生きるこ

との包括的

な支援の実

施 

「えびの市自殺対策行動計画第 2 期計

画」に基づき、「生きることの包括的な支

援」として、「誰も自殺に追い込まれるこ

とのないえびの市」の実現を目指し、関係

機関や団体などと連携して事業を推進し

ます。 

・「えびの市自殺対策行動計画第３期計

画（令和５年３月策定）」に基づき、市関

係課・団体・機関等が主体的に取り組ん

だことで、年々、自殺死亡率は減少傾向

にあります。 

・「えびの市自殺対策協議会（年２回）」

及び「えびの市自殺対策協議会部会（年

２回）」を開催し、自殺に関する現状・取

組状況等を共有し、計画の推進状況等を

検証したことが自殺死亡率の減少につ

ながっていると思われます。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

健
康
保
険
課 
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⑤虐待防止

と介護者な

どへの支援 

高齢者、障がいのある人、子どもへの虐

待問題に対応する相談窓口の周知と機能

の充実を図ります。また、ケアラーが孤立

することのないよう関係機関と連携を図

り、ケアラーの支援に努めます。 

・市へ通報のあった虐待事案について、

関係機関や宮崎県障がい者権利擁護セ

ンターと連携し解決に努めました。 

・本市から市外の施設への入所者におけ

る虐待事案においても、施設がある自治

体や関係機関と連携を図り、事実確認調

査等を行いました。 

で
き
た 

福
祉
課 

・高齢者虐待の防止については、市広報

紙、市役所ロビー・図書館での啓発展示、

地域住民への講座により、相談窓口の周

知を実施しました。 

・年１回高齢者虐待防止連絡協議会を開

催し、関係機関との連携強化を図ること

で機能の充実を行っています。 

介
護
保
険
課 

・子どもへの虐待に対する対応として、

児童相談所をはじめ学校や各支援機関

と連携し対応しています。 

・ヤングケアラーの疑いがある家庭に対

して家庭相談員やこども宅食利用時に

おける面談、学校との連携を行い、子ど

もの支援を図りました。 

こ
ど
も
課 

・毎月行われる小中学校からの生徒指導

に関する報告の中で、ヤングケアラーが

疑われる児童生徒の有無を確認してい

ます。 

・疑いがある場合はこども課へ連絡し、

連携した対応を取ることができました。

また、「ＳＯＳの出し方」や相談窓口の案

内等の周知に取り組むことができまし

た。 

学
校
教
育
課 

⑥認知症の

正しい理解

の啓発 

認知症の正しい理解と知識を深めるた

め、認知症サポーター養成講座の拡充を図

ります。また、認知症の人の介護者が、様

態に応じて必要とする社会資源や情報を

わかりやすくまとめた認知症ガイドブッ

ク（認知症ケアパス）の活用の啓発を図り

ます。 

・認知症サポーター養成講座は認知症施

策の取組の一つですが、施策の土台とな

るものです。これまで「はつらつサポー

ター」を中心に実施してきたものを、小

中高校生及び職域での受講を働きかけ

受講者の大幅な増加につなげていると

ころです。 

・認知症ガイドブックについては、各種

イベントやオレンジトークにおいて随

時紹介しています。 

で
き
た 

介
護
保
険
課 

⑦障がい者

支援の充実 

障がいのある人やその家族が、住み慣れ

た地域で安心して生活することができる

よう、「にしもろ基幹相談支援センター」

と連携し、各種相談や情報提供などの支援

を行います。 

・「にしもろ基幹相談支援センター」で電

話やメール、訪問や巡回相談を行うな

ど、支援を必要とする人にとって利用し

やすい相談業務体制づくりに努めまし

た。 

で
き
た 

福
祉
課 

⑧バリアフ

リーの推進 

施設などを整備する際は、「バリアフリー

新法」や「宮崎県ユニバーサルデザイン推

進指針」などに基づき、バリアフリー化を

進めます。 

・令和６年度に市営住宅（栗下 A 団地）

１戸のバリアフリー化を含む高齢者向

け住戸改修を行いました。令和７年度も

同様の改修を１戸予定しています。 

で
き
た 

財
産
管
理
課 

・道路側溝に蓋を設置することでバリア

フリー化を実施しました。 

【道路側溝改善実績】 

令和４年度：Ｌ=１３０ｍ 

令和５年度：Ｌ=９４ｍ 

令和６年度：Ｌ=９７ｍ 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

建
設
課 
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⑨移動支援

及び買い物

支援の推進 

高齢者、障がいのある人など交通弱者や買

い物弱者に対する移動手段を確保できる

よう、タクシー利用料助成、悠々パス購入

費補助、移動スーパー支援、福祉タクシー

料金助成などにより支援します。 

・高齢者、障がいのある方に対するタク

シー利用助成について、令和４年度から

助成枚数を月当たり２枚から４枚へ増

やしたことにより経済的な負担軽減へ

つなげましたが、高齢利用者のうち亡く

なられる方や施設へ入所される方も多

く、対象者は減少しています。 

【高齢者福祉タクシー券利用対象者】 

令和４年度：５６１名 

令和５年度：５２０名 

令和６年度：５１４名 

【障がい者福祉タクシー券利用対象者】 

令和４年度：２６名 

令和５年度：２８名 

令和６年度：３０名 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

○タクシー利用料金助成事業 

・市民のニーズに応えるため、令和４年

度から助成枚数を年間９６枚に倍増（令

和３年度までは年間４８枚）しました。

令和６年度も同枚数を交付し利用者の

交通手段確保や経済的負担軽減を図り

ました。 

【タクシー券利用対象者】 

令和４年度：１，０２４名 

令和５年度：１，００５名 

令和６年度：１，０３１名 

 

○悠々パス購入費補助事業 

・交通の利便性向上を図るために、宮崎

交通が発行する悠々パスの購入費に対

する補助を行いました。 

・令和６年度は交通事業者による「シニ

アパス」事業の影響により補助対象人数

が減少したものの、平成２８年の事業開

始以降、年度当たり平均１６名の方がこ

の事業を利用して悠々パスを購入して

います。 

 

○移動スーパー促進支援事業 

・日常の買い物が不便な地域において、

食料品や日用品等の買い物の機会提供

を実施する事業者を支援しました。 

・移動スーパーは令和７年３月末時点に

おいて２台が市内１３１件を巡回し、移

動手段等を持たない高齢者の生活環境

向上に役立っています。 

で
き
た 

企
画
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①生活困窮

者支援の充

実 

複雑化・複合化した様々な生活課題が増

える中、今後も生活困窮者の相談が増える

傾向にあります。引き続き、関係機関と密

に連携を図りながら、個々の状況に寄り添

った支援ができるように努めます。必要な

方には、こども宅食や緊急食料支援・セー

フティネット事業につなげ、生活困窮者の

状況悪化防止に努めます。 

・複雑化・複合化した生活課題に対する支援の

ために開催する支援会議により、解決に向けて

の取組みを強化しました。 

・必要な方には、こども宅食や緊急食料支援・

セーフティネット事業につなげ、生活困窮者の

状況悪化防止に努めています。 

で
き
た 

②関係機関

と連携した

虐待防止の

支援 

地域で虐待と思われるケースの情報を

行政及び関係機関と連携し、必要な支援に

つなげます。また、行政・社会福祉協議会

が協働し、研修会などを通じて、暴力、虐

待を地域で考えてもらう機会を設けます。 

・社会福祉協議会事業等を通じて把握した虐待

と思われるケースの情報について、行政や関係

機関と連携し、必要な支援につなげました。 

・行政と連携を図り、民生委員児童委員協議会

や地域福祉推進会議等において研修を開催しま

した。 

で
き
た 

③認知症の

理解の普及 

認知症の理解促進のため、社会福祉協議

会が関わる研修や講座などで取り上げ、地

域包括支援センターの認知症地域支援推

進員と連携を取りながら、認知症への理解

の普及に努めます。 

・認知症の理解の普及のために、令和６年度は

地域福祉推進大会において認知症をテーマとし

た講演会の開催や、「介護者のつどい」を通じて

認知症等に関する介護者同士の交流会を行いま

した。 

・社会福祉協議会職員は日頃から業務上認知症

の方への関わりも多いため、職員研修として認

知症サポーター研修を行いました。 

で
き
た 

④権利擁護

支援の充実 

認知症高齢者、知的障がいや精神障がい

のある人などに対して、権利擁護に関する

支援の充実を図ります。また、成年後見制

度の普及のために、住民に対して情報発信

を行います。 

・高齢者支援部門と障がい者支援部門との合同

で虐待防止・身体拘束廃止委員会を設立して、

虐待を生まない体制づくりに取り組みました。 

・成年後見制度の普及のために、ポスター掲示

やパンフレットの配布により情報配信を行い、

権利擁護推進センターつなごによる成年後見制

度説明会を開催しました。 

【成年後見制度説明会実施回数】 

令和６年度 ４回 

で
き
た 
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（３）みんなで支える健康づくり 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①生活習慣

病の発症予

防と重症化

予防の取組

の推進 

「健康日本 21 えびの市計画」に基づ

き、生活習慣病の発症予防と重症化予防を

重視した取組を推進する中で、市民の生活

の質（QOL）の向上を目指します。その実

現のために、特定健康診査やがん検診など

の各種健（検）診の推進や、個々の健診結

果に応じた訪問などによる生活習慣改善

のための保健指導の実施体制の充実、強化

を推進していきます。 

また、これらの保健指導による個別の健

康づくり支援とともに、広く住民向けの健

康づくりに関する啓発や健康教育などに

ついても広報や出前講座などの場を活用

し継続して取り組みます。 

・「元気で健幸なえびの市づくり計画（令

和６年３月策定）」に基づき、各種健（検）

診に取り組んだことで、一部コロナ禍の

影響（受診控え）もありましたが受診率

は向上しています。 

・個々の健診結果に応じた保健指導を実

施し、重症化予防に努めるとともに、市

民に向けて健康づくりや生活習慣病の

予防に関するパネル展や健康教育を実

施し、普及啓発を行いました。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

健
康
保
険
課 

②介護予防・

重症化防止

支援の充実 

「はつらつ百歳体操」は、介護予防、通

いの場として非常に重要な取組であり、現

在、口腔ケアや脳トレなどを取り入れて実

施しています。新型コロナウイルス感染症

対策を十分行いながら、自治会単位で実施

してもらえるように支援していきます。 

・はつらつ百歳体操は、地域づくりによ

る介護予防として、住民同士のふれあい

を通して、生きがいづくりや仲間づくり

の輪を広げて地域の介護予防の拠点と

なるよう支援しています。 

で
き
た 

介
護
保
険
課 

③運動能力

の向上のた

めの取組 

スポーツ推進委員やまちづくり協議会

などと連携をしながら、体力テストを実施

し、個々の体力の状況や日常生活における

運動習慣及び基本的な生活習慣などの状

況を把握し、その改善を通して、体力、運

動能力の向上を図ります。 

・スポーツ推進委員やまちづくり協議会

などと連携し、個々の体力の状況や日常

生活における運動習慣などの状況を把

握するための体力テストを実施しまし

た。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

社
会
教
育
課 

④スポーツ

による健康

増進 

総合型地域スポーツクラブと連携し、新

規加入者を確保し、より多くの人がスポー

ツや文化活動に参加する機会を提供でき

るよう、今後も広報などで各団体の活動内

容を紹介し加入促進を図り、健康増進につ

なげます。 

多くの人がスポーツや文化活動に参加

する機会を提供するため、広報などで各

教室、サークル活動内容を紹介し新規加

入者の促進を図り、健康増進に努めた。 

で
き
た 

社
会
教
育
課 

⑤高齢者の

生きがいづ

くり 

高齢者の引きこもりを防止し、生きがい

と健康づくりを促進するため、高齢者が住

み慣れた地域で生きがいを持ち、健康を維

持しながら活躍できるような環境づくり

に努めます。 

・高齢者クラブ連合会へ委託している高

齢者の健康と生きがいづくり事業で「カ

ラオケ学級」「レクダンス学級」「生花学

級」「手芸学級」を開催しています。 

・社会福祉協議会が実施する地域支え合

い事業への支援を通じて、高齢者の閉じ

こもり防止や生きがいと健康づくりに

努めました。 

【高齢者クラブ数及び会員数】※各年度

４月１日現在 

令和４年度：４６クラブ １，５４４名 

令和５年度：４６クラブ １，５３５名 

令和６年度：４４クラブ １，５０６名 

で
き
た 

福
祉
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①健康づく

りのための

関係機関と

の連携 

「健康日本２１えびの市計画」の方針に

基づき、健康づくりの目標を掲げ、関係機

関と協働で健康づくりの取組を行ってい

ます。 

地域づくりに健康づくりが不可欠であ

ることを意識しながら、今後も健康づくり

の場、健康に関する講話や学習会の機会を

増やしていきます。 

・健康づくりについて、市健康保険課と連携し、

地域支え合い事業（公民館集い型）で適正体重

についての講話を年間通じて実施しました。 

・民生委員児童委員協議会や地域福祉推進会議

で学習会の時間を設け、健康意識の向上を図っ

ています。 

【健康づくり学習会等開催実績】 

令和６年度 ２７回開催 ３３３人参加 

で
き
た 

②健康づく

りの意識向

上 

住み慣れた地域で、元気で生き生きとし

た生活を続けていくために、健康が不可欠

であることを意識づけながら、健康づくり

の意識の向上を目指します。地域支え合い

事業の場やささえあい通信、元気チャレン

ジノートなどを利用して、健康に関する話

題や情報の提供、認知症、介護予防のため

に脳トレ、健康体操などの充実を図りま

す。 

・コロナ禍での住民の心身の引きこもり予防と

健康づくりの意識の向上を目的に、市内高齢者

等に対して、「ささえあい通信」「私の元気チャ

レンジノート」を配布しました。 

・新型コロナ感染症が５類に移行した以降は、

住民の要望もあり、年３回を年２回の配布に切

り替え、健康に関する情報提供や認知症予防の

チャレンジノートの配布を継続しています。 

【ささえあい通信等配布実績】 

令和４年度：年３回 

延べ１８６地区 ４，６４３部 

令和５年度：年２回 

延べ１２６地区 ３，１２７部 

令和６年度）年２回 

延べ１２６地区 ３，０７３部 

で
き
た 
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（４）地域の防災・防犯への取組 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①自主防災

組織などの

活動支援 

災害時に地域住民が自主的に相互に協

力し、避難や安否確認などが適切に行える

よう、平時の防災訓練などの活動支援を行

います。 

・自主防災組織やまちづくり協議会等の

訓練に参加し、家庭での備蓄の勧めや自

助・共助の重要性について講義を行うな

ど、各種訓練の支援を行いました。 

【防災訓練等実施回数・参加者数】 

（令和６年度） 

５６回 延べ１，９０６人参加 

で
き
た 

基
地
・
防
災
対
策
課 

②避難行動

要支援者の

支援の充実 

災害などの緊急時に自力で避難するこ

とが困難な避難行動要支援者の安否確認

や避難支援が適切に行えるよう、地域福祉

推進会議で、自治会長、民生委員・児童委

員、地域福祉推進員において、避難行動要

支援者の把握、避難行動要支援者名簿の見

直し及び情報共有を行っています。 

また、関係機関及び自主防災組織と連携

を図り、災害時に支援を必要とする避難行

動要支援者の把握に努め、避難行動要支援

者の個別計画の整備を図ります。 

・中学校区ごとに年２回実施している地

域福祉推進会議において、自治会長、民

生委員・児童委員、地域福祉推進員によ

る避難行動要支援者台帳の確認や見直

し作業を行っており、災害時の要支援者

について常に新しい情報を保つように

しています。 

・一人暮らしの高齢者や障がいのある方

など、要支援者ごとの状況に応じた避難

経路や必要な支援内容などを事前に把

握し、災害などの際に活用できるように

しておく「個別避難計画」については、

優先して作成すべき要支援者を抽出し

た上で、関係課と連携して整備すること

としています。 

【避難行動要支援者数】 

令和６年度末現在：６８７名 

要支援者に対する地域の協力員数：１，

０１２名 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

③地域住民

の防災意識

の高揚 

広報紙などを活用した啓発や地域で開

催する防災講座、防災訓練において、地域

住民の防災知識の普及と防災意識の高揚

を図ります。 

・令和６年５月号のえびの市広報で大雨

等の対策や避難所、市公式 LINE 登録方

法について、また令和６年１０月号では

「防災・減災のための自主防災組織」を

掲載して、防災に関する周知を図りまし

た。 

・防災講座や訓練を実施し、地域住民の

防災意識の高揚を図りました。 

で
き
た 

基
地
・
防
災
対
策
課 

④防犯活動

の充実 

えびの地区防犯協会などの関係機関と

連携し、地域住民による防犯活動を推進す

るとともに、高齢者などに対する詐欺など

の犯罪防止のため、地域安全運動期間中に

防犯協会や防犯連絡所、各交番、駐在所連

絡協議会などと連携して、防犯パトロール

による啓発活動を行います。 

また、地域安全運動に関するのぼり旗掲

揚やポスター掲示などを行いながら、地域

と一体となった地域安全対策事業を今後

も継続して取り組みます。 

・各地域安全運動期間中には、えびの地

区防犯協会や各交番・駐在所連絡協議会

などの関係機関と連携して防犯パトロ

ールや街頭キャンペーンを実施してお

り、防犯意識の啓発に努めています。 

・防犯連絡所にのぼり旗の掲揚や市内コ

ンビニなどでの啓発ポスターの掲示を

協力頂いて、地域が一体となって地域安

全に取り組めています。 

で
き
た 

基
地
・
防
災
対
策
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①住民の防

災意識の高

揚 

福祉マップや防災マップの作成の指導

を行うにあたり、指導にあたる職員のスキ

ルを高めるとともに、各自治会での防災組

織の確立につながるように住民の意識改

革に努めます。 

・防災マップの作成については、自主防災組織

及び防災リーダーが中心となり進められていま

す。 

・自治会で開催されている防災訓練に積極的に

出向いて炊き出しの指導や講話などを行うな

ど、住民の防災意識向上に取り組んでいます。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

②防犯に関

する情報提

供 

多くの住民に身近な情報を発信できる

よう、令和 2 年度から、市内全域の高齢者

に「ささえあい通信」を発行しています。

今後も「ささえあい通信」を活用し、防犯

意識の向上につなげられるよう努めます。 

・年２回発行する「ささえあい通信」の配布に

当たり、民生委員や自治会長、地域ボランティ

アの方々に協力をいただいています。 

・地域の方の定期的な訪問活動により、顔の見

える関係づくりと、防犯啓発活動につながって

います。 

で
き
た 

③要支援者

の把握 

今後も関係機関と連携を図りながら、地

域の安否確認の体制が構築できるよう、要

支援者状況把握に努めます。また、「安心

お助けきずなカード」の整備に努め、要支

援者の緊急時に、スムーズな対応ができる

ようにつなげていきます。 

・地域福祉推進会議において、自治会長・民生

委員児童委員・地域福祉推進員による要支援者

及び避難支援協力員の設置・確認作業を定期的

に行なうことができました。 

・要支援者の確認に合わせて、民生委員児童委

員を通じた安心お助けきずなカード、ナンバー

テープ、ナンバーキーホルダーの普及に努めて

います。 

で
き
た 

④防災講座

及び災害ボ

ランティア

センター運

営訓練の実

施 

親子で気軽に参加できるような防災講

座や市内のボランティア団体及び青年部

などに呼びかけ、幅広い年齢層に対して防

災に関心を持ってもらう防災訓練などの

取組を行います。また、災害発生時に敏速

に対応できるよう、災害ボランティアセン

ター運営訓練を実施します。 

・令和５年度に実施した災害ボランティアセン

ター運営訓練では、多くの関係機関の参加によ

り、災害ボランティアセンターの一連の流れや

各関係機関との協力体制の確認、職員の資質向

上につながりました。引き続き災害への備えと

連携強化を図っていきます。 

【災害ボランティアセンター運営訓練参加関係

機関】 

えびの市ボランティア連絡協議会、民生委員児

童委員協議会、えびの市青年会議所、まちづく

り協議会、防災リーダー、市関係課等 

で
き
た 
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（５）再犯防止の支援（再犯防止推進計画） 

【行政が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 
担

当 

①犯罪、非行

防止及び更

生のための

広報、啓発の

実施 

広報紙による情報発信や「社会を明るく

する運動」で、犯罪や非行の防止、犯罪を

した人の更生について理解を深める活動

を行い、地域で支え合えるよう支援を行い

ます。 

また、地域住民だけではなく、協力雇用

主の普及に努め、企業の理解促進に努めま

す。 

・えびの地区保護司会やえびの市更生保

護女性会と連携して、「社会を明るくす

る運動」を通じた啓発活動を行いまし

た。 

・宮崎保護観察所と意見交換を行い、保

護司の確保を図るために地域住民への

周知などを行うこととしました。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

②保護司会

などと連携

した相談支

援実施 

保護司会などと連携して、相談対応や支

援を行い、社会復帰を促します。また、社

会復帰後も必要に応じて、相談対応などを

行い継続的に支援します。 

・毎週火曜日に飯野出張所２階に設置す

る「更生保護サポートセンター」で再犯

防止や相談対応を行う保護司会を支援

しました。 

・本市における保護司の定数に対する人

員確保が課題となっており、行政におい

て保護司の役割の重要性などを周知す

る必要があります。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

③関係機関

と連携した

就労及び住

居確保のた

めの支援 

「生活・仕事支援室」において、就労な

どの相談支援を行うとともに、ハローワー

クや就職相談支援センターと連携して、就

労相談や職業紹介を行い、自立に向けた支

援を行います。 

・再犯の可能性の有無にかかわらず、必

要な就労支援や家計相談に応じるため

の「生活・仕事支援室」を常設しており、

いつでも利用できる体制づくりに努め

ました。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

④適切な保

健医療及び

福祉サービ

スの提供 

高齢者や障がいのある人などで、保健医

療及び福祉サービスの支援が必要な人が

適切にサービスを受けることができるよ

うに、関係機関と連携した周知拡大や情報

発信の強化に努めます。 

・現在、再犯防止のための支援が必要と

なる高齢者や障がい者は該当がありま

せんが、いつでも対応できるよう、保護

司の役割や人材確保に向けた周知を行

っています。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

福
祉
課 

・地域包括支援センターでは、高齢者が

適切にサービスを受けることができる

ように、まず関係機関を含む社会資源の

把握に努め、関係機関等との「顔のみえ

る関係」を築いています。その上で本人

や家族からの生活状況や困りごとをし

っかり聞き取り、認知症高齢者や健康不

安のある高齢者やその家族に対して、か

かりつけ医や専門医受診へつなぐこと

や介護保険サービス等の必要な方への

情報提供や支援を行っています。 

で
き
た 

介
護
保
険
課 
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・相談内容に応じ関係機関との連携を図

ることで、適切なサービスを受けること

ができるよう対応しました。 

・市公式ホームページや庁内ロビーでの

パネル展等にて相談窓口の周知を実施

しました。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

健
康
保
険
課 

⑤学校など

と連携した

支援及び非

行の未然防

止 

青少年はもとより住民を対象に、「非行・

薬物乱用防止キャンペーン」を行い、非行・

薬物乱用防止に関する意識の高揚及び正

しい知識の普及、啓発を行います。 

また、非行の未然防止のため、学校にお

いて発達の段階に応じた薬物乱用防止教

育の充実に取り組み、正しい知識を身につ

けるように努めます。 

・薬物乱用防止に関するポスターを市役

所本庁及び市健康保健センターに掲示

し、来庁・来訪者に向けた正しい知識の

普及・啓発に取り組みました。 

十
分
で
は
な
い
が
で
き
た 

健
康
保
険
課 

・小中学校において、発達段階に応じて

薬物乱用防止に関する学習を実施する

ことができました。 
で
き
た 

学
校
教
育
課 

・非行や薬物の乱用に対する相談窓口と

して家庭相談員を配置して、相談に応じ

る体制を整備しています。 

・学校訪問などを通じて、支援の必要な

児童や家庭に対して相談支援を行い非

行の未然防止を図りました。 

で
き
た 

こ
ど
も
課 

⑥犯罪被害

者への支援 

県や関係機関等と連携し、被害者の方々

に寄り添った支援施策の構築を図り、被害

者等が、心身ともに早期に回復し、安心し

て地域で暮らすことができるよう、適切な

支援に努めます。 

・犯罪被害者等の支援に関する相談はあ

りませんでしたが、犯罪被害者等支援の

窓口として支援体制の整備を行う必要

があります。 

・犯罪被害者やその家族について、精神

的な苦痛からの回復や二次被害の防止

など、被害からの回復を支援するため

「犯罪被害者等支援条例」の策定を令和

７年度に行う予定です。 

そ
の
他 

総
務
課 
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【社会福祉協議会が取り組むこと】 

第４期計画分野別施策 実施状況 

①犯罪、非行

防止及び更

生のための

広報、啓発の

実施 

えびの地区保護司会及びえびの地区更

生保護女性会の事務局を担い、行政、民生

委員・児童委員、防犯協会、警察署、消防

署などと連携し、「社会を明るくする運動」

への積極的な支援を継続し、住民の更生保

護活動への理解を深めていきます。 

・毎年７月は法務省による「社会を明るくする

運動強調月間」となっていることから、えびの

地区保護司会および更生保護女性会と連携し、

市内関係機関に呼びかけ、社会を明るくする運

動パレードと併せて市内各地で啓発活動を行

い、更生保護活動への理解を広げました。 

で
き
た 

②青少年非

行防止及び

青少年の健

全育成のた

めの広報の

実施 

青少年非行防止及び健全育成を目的に、

更生保護女性会と連携し、小中高生に七夕

短冊の作成依頼やチラシによる啓発活動

を継続していきます。 

・青少年非行防止や健全育成を目的に、更生保

護女性会の活動の一環として、毎年７月の「社

会を明るくする月間」に向けて、６月に市内小

中高校へ短冊づくりの協力を依頼し、７月～８

月にかけて市内各地に七夕の設置を行っていま

す。 

・社会を明るくする運動パレード開催当日は、

短冊の中から優秀賞の表彰を行うなど、啓発活

動を実施しています。 

で
き
た 
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第４章 第５期計画の基本理念、基本目標 

１．基本理念 

 まちづくりの主役が一人ひとりの市民であるのと同様に、地域福祉の主役も地域住民であることが大

切です。そのためには、地域において『支え手』側と『受け手』側に分かれるのではなく、地域のあら

ゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる場を創出し、福祉などの地域の公的サ

ービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを目指すことが必要となります。 

  

第４期えびの市地域福祉計画・地域福祉活動計画において、基本理念として「住み慣れた地域で自分

らしくいきいきと、安心して暮らし続けられるまち ～地域共生社会の実現～」を掲げました。 

 第５期えびの市地域福祉計画・地域福祉活動計画においては、第４期計画における基本理念を継承し

つつ、地域住民が主役であること、そして「えびの市」の地域福祉推進計画・地域福祉活動計画である

ことを明らかにし、本市において、女性も男性も、お年寄りも若者も、失敗を経験した方も、障害や難

病のある方も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる全員参加型の地域社会を目

指すため、以下の基本理念を掲げることとします。 

 

～ 地 域 共 生 社 会 の 推 進 ～ 

 

２．基本目標  

基本理念を実現するための指針として、基本目標を掲げます。また、それぞれの基本目標を推進する

「目標別施策」及び「具体的施策」を定め、計画期間において実践します。 

 

（１）基本目標Ⅰ みんなで進める「地域づくり」 
 地域住民、支援関係機関、行政がそれぞれの立場から取組可能な「地域づくり」を進め、暮らしやす

いえびの市を目指します。 

 

（２）基本目標Ⅱ みんなが役割を持つ「人材・担い手づくり」 
 人口減少が進む中、持続可能な地域活動のために必要な「人づくり」に取り組みます。 

また、支える側・支えられる側の関係を越えてみんなが活躍できるような環境づくりに取り組みます。 

 

（３）基本目標Ⅲ 安心できる「支援体制づくり」 
 包括的な支援体制づくりやつながりづくりなど、これからも地域で安心して暮らしていけるための支

援や取組を進めます。 
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３．重点取組（包括的な支援体制） 

本市では、令和５年度から令和６年度の２か年において、地域共生社会づくりの手段として社会福

祉法に位置付けられた「重層的支援体制整備事業」への移行準備に取り組んできました。 

重層的支援体制整備事業は、第４期えびの市地域福祉計画・地域福祉活動計画における重点取組の

１つである「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築」として位置付けていました。 

令和７年度から重層的支援体制整備事業の本格実施を始めるに当たり、第５期えびの市地域福祉計

画・地域福祉活動計画においても引き続き重点取組として設定し、基本目標と併せて推進することと

します。 

 なお、本項に掲げる重点取組は、社会福祉法第１０７条第１項第５号に規定する「地域生活課題の解

決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項」として位置付けるものです。 

 また、具体的な取組内容等については、「重層的支援体制整備事業実施計画」においても位置づけ、地

域福祉計画との整合性を図ります。 

 

 

  

 

 

 

○ 自治会単位で「ふくしの座談会」が開催し、地域内の様々な住民による「わがまちで困っているこ

とは何か」「公共交通機関は利用しやすいか」などの話し合いを進めます。 

 こうした主体的な話し合いの結果を踏まえ、地域内の助け合いや、ちょっとした困りごとを地域内

で解決するための仕組みづくりを支援します。 

 

○ また、居場所づくりや地域内の世代を超えた交流に加え、身近な相談相手づくりや普段と変わった

様子がないかなど、地域における生活課題の発見や早期対応のきっかけとしても活用を図るため、地

域における「茶飲ん場」づくりを推進します。 

 

○ 地域住民等の地域福祉活動への関心を高めるため、中学校区単位で「地域福祉推進会議」を開催し、

地域課題等について考える機会を作ります。 

  地域福祉推進会議のテーマは、地域福祉活動計画の進捗状況や振り返りなど、開催回ごとに設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

○ 介護、障がい、子育て、生活困窮の分野を柱として、地域住民の相談を包括的に受け止め、断らな

い相談支援を進めます。 

Ⅰ 「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し、解

決を試みることができる環境の整備に関する事項 

Ⅱ 「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める

体制の整備に関する事項 
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〇 市役所に相談することに対して心配や不安を抱くことがないよう、「包括的に相談を受け止めるこ

と」「相談内容を例示するなど、分かりやすさに留意すること」などの周知に努めます。 

 

○ 日頃から民生委員・児童委員等の地域の関係者と連携を図り、課題を抱えた人やその家族について、

全体像を把握する必要がある場合などは、適切に支援をつなぎます。 

 

○ 地域住民の生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制について、地域住民が集まる場で直接

説明するなど、相談しやすい環境づくりを進めるとともに、課題の早期把握に努めます。 

 

 

 

 

   

 

○ 単独の相談支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した課題に対しては、関係機関がチームとな

って課題の全体像を把握・共有し、課題に応じた支援を図ります。 

 

○ 多機関協働の実施主体はえびの市とし、支援会議等に関するルールを明確化するとともに、適切な

支援プランを決定し、相談者に寄り添った対応を行います。地域福祉に資する事業について実績やノ

ウハウを有しているえびの市社会福祉協議会と連携を図りながら、各関係機関との対応力強化や連携

強化を進めます。 

 

〇 課題に応じて多機関協働の連携機関が集まり、支援の方向性や考えられる役割をその都度協議する

体制を作ります。 

 

○ 人口減少や少子高齢化が進む中、相談支援機関のスタッフを「地域資源」として捉え、持続可能な

相談支援体制が図られるよう、役割に応じた支援を行うための支援会議等を充実させます。 

 

〇 課題を抱える人のニーズを把握するため、定期的に市民アンケートを実施し、地域住民の声を多機

関協働に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築に関する事項 
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  【本市の重層的支援体制整備事業イメージ】 

   

 

 

【重層的支援体制整備事業の枠組み】 

 

 

 

 

 

  

えびの市　重層的支援体制整備事業　概要図　（令和７年度～）

【えびの市社会福祉協議会 包括化推進員】

〇えびの市連携シートの作成

〇支援会議

・関係機関との情報共有

・見守りと支援の方針

・緊急性がある場合の対応

〇支援プランの作成

〇重層的支援会議

・プランの適切性

・終結の判断評価

【高齢】

地域包括支援センター

【障がい】

基幹相談支援センター

【子ども】
母子健康包括支援センター

【困窮】

生活・仕事支援室

相談者
包括的な

相談の受付

相談支援に係る関係機関

・庁内各課（精神保健、地域医療連携室、税、教育、美化センター、

住宅、地域公共交通部局など）

・えびの市社会福祉協議会 ・ケアマネ会 ・居宅介護支援事業所

・相談支援事業所（社協）

・権利擁護推進センターつなご 等

包括的相談支援事業 多機関協働事業

つなぎ複雑・複合化

連携・情報共有

相談支援事業

【こちらから出向く】

・支え合い事業 ・こども食堂「カレーの日」 ・こども宅食

※支援が必要であるにもかかわらず必要な支援が届いていない

対象者（世帯）

【関係性の構築】

訪問、プランの決定

伴走型支援

アウトリーチ等を通じた

継続的支援事業

【社会とのつながり】

・ひきこもりなどの課題を抱え

るケース（世帯）で、既存の就

労支援の狭間にあるニーズに対

するマッチングを行う

〇ピア交流会への参加

〇図書館、洗車体験就労

〇買い物サロンの利用

〇ひきこもり家族会の設立

参加支援事業

【既存事業】
〇百歳体操

〇生活支援コーディネーター
（地域支え合い事業）

〇地域活動支援センター事業

〇地域子育て支援拠点事業

【既存事業を生かした取組み】

①地域住民のニーズ・生活課題の把握

・支え合い事業、茶飲ん場への参加を

通じた地域課題の把握

・「地域の取組み」アンケート実施

②地域住民の活動支援・情報発信

・地域福祉推進員への支援

・微助っ人クラブ設立

ボランティアマッチング

③地域コミュニティを形成する「居場所づくり」

・茶飲ん場開設 ・支え合い事業開催支援

④地域づくりの担い手がつながるプラットフォームの展開

・茶飲ん場、微助っ人クラブ発足のための地区座談会

・地域見守り応援活動推進事業（登録企業３３件）

・民生委員児童委員

・自治会

・地域福祉推進員

・地区ボランティア

・まち協

・地域福祉推進会議

・ひきこもりサポーター

地域づくりに向けた支援事業

地域
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４．生活困窮者自立支援方策について 

社会・経済の構造的な変化等により、生活保護受給者や生活が困窮するリスクの増加を踏まえ、平

成２７年に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。 

法の施行に伴い、生活保護に至る前の状況にある人への支援が強化されると同時に、生活困窮者自

立支援は地域福祉の拡充へとつながる重要な施策となりました。 

このため、生活困窮者自立支援を具体的な施策に位置付けるとともに、市町村地域福祉計画に盛り

込むこととされている「生活困窮者自立支援方策」について以下のとおり取り組むこととします。 

 

 

 

 

 

 

〇 生活困窮者自立支援は、生活保護に至る前の状況にある人への支援を強化するための、いわゆる

第２のセーフティネットであり、「誰も取り残さない地域社会」を目指す基本理念に通じるもので

す。 

〇 生活困窮者自立支援について、地域福祉計画における基本理念及び基本目標と併せて明記するこ

とにより、重要性を示すとともに、既存のあらゆる福祉サービスとの連携が必要であることから、

権利擁護、高齢・障がい・子育て、地域づくりなどの分野と一体的に進めるために必要な具体的施

策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

〇 支援の対象となる生活困窮者に関する必要な情報及び把握方法は次のとおりです。 

 

１ 生活困窮者の状況の把握に関する必要な情報 

 ・生活保護に関する情報（生活保護者数、被保護世帯数等の増減） 

 ・「えびの市生活・仕事支援室」への相談件数及び支援件数 

 ・民生委員・児童委員からの情報提供 

 ・租税等の滞納繰越額 

 ・市民アンケート結果 

 ・その他経済・社会状況の変化や要因など、生活困窮の実態に関連する情報 

 

 

 

 

Ⅰ 生活困窮者自立支援方策の位置づけと地域福祉施策との連携に関する事項 

Ⅱ 生活困窮者の把握等に関する事項 
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２ 生活困窮者の自立支援に関する事項 

 ①生活困窮者自立支援法に基づく支援 

 （必須事業） 

 ・自立相談支援事業 

 ・住居確保給付金 

 （任意事業） 

 ・就労準備支援事業 

 ・家計相談支援事業 

 ②関係機関・他制度、多様な主体による支援 

 ・重層的支援体制整備事業 

 ・社会福祉協議会による支援（みやざき安心セーフティネット事業、生活福祉資金貸付事業、  

暮らし支えバンク事業、こども宅食事業等） 

 

３ 生活困窮者支援を通じた地域づくり 

 ・相談できる場づくり（茶飲ん場） 

 ・ほっこりサロン 

 ・ちょっとした困りごとを地域で解決できる仕組みづくり、活動団体設立促進 

 ・市民アンケートの結果が示すように、自分が住んでいる地域について、多くの人が「何とかしな

ければならない」と感じている課題は「住民同士のまとまりや助け合いが少ないこと」「経済的に

困っている家庭のこと」「暮らしや福祉について相談できる人がいないこと」などを挙げており、

地域住民一人ひとりが問題意識を抱えている状態にあります。 

  「３．重点取組（包括的な支援体制）」でも記載したように、ふくしの座談会や居場所づくり、ま

たちょっとした困りごとを地域内で解決できるしくみづくりなど、住民が「何とかしなければな

らない」と感じている課題を共有し、課題解決や各種福祉サービスへとつなげる体制づくりを進

めていきます。 
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５．施策の体系 

基本 

理念 
基本目標 目標別施策・分野別施策 

み
ん
な
で
つ
く
る
『
え
び
の
』 

み
ん
な
が
活
躍
で
き
る
『
え
び
の
』 

～ 

地
域
共
生
社
会
の
推
進 
～ 

 

基本目標Ⅰ  

みんなで進める「地域づくり」 

 

（１）助け合い、支え合う地域づくり 

（２）つながる地域づくり 

（３）防犯・防災の地域づくり 

基本目標Ⅱ  

みんなが役割を持つ「人材・担い手づくり」 

 

（１）地域活動を進めよう 

（２）みんなで考える地域課題 

（３）人と人との交流・人と地域資源との 

つながり 

基本目標Ⅲ  

安心できる「支援体制づくり」 

 

（１）福祉サービスの推進と連携 

（２）みんなで支える健康と長寿 

（３）権利擁護の推進とサポート 

（４）社会とのつながり支援 

  （孤独・孤立対策） 
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具体的施策 

（えびの市） 

具体的施策 

（社会福祉協議会） 

①包括的な支援体制の推進・充実 

②高齢者の見守り活動 

③ボランティアセンターの利用促進 

④民生委員・児童委員、主任児童委員との連携 

①地域支え合い事業（ほっこりサロン）の充実 

②地域見守り応援活動の推進・啓発 

③ボランティア活動の推進 

①地域づくり事業の充実 

②まちづくり協議会の活性化 

③市民活動の支援・環境整備 

①居場所づくり（茶飲ん場）の支援 

②学校と連携した体験学習の実施 

③社会福祉大会・地域福祉推進大会の活性化 

①自主防災組織などの活動支援 

②地域と連携した要支援者の把握 

③避難支援協力員の確保 

④防災意識の啓発 

⑤防犯活動の推進 

①災害ボランティアセンター運営訓練による備え 

②安心お助けきずなカードの周知・啓発 

③子どもを危険から守るためのサポート 

④更生保護女性会へのサポート 

①地域福祉推進員の確保 

②出前講座の活用促進 

③老人福祉センターの活用促進 

④高齢者クラブ活動への支援 

①福祉団体への支援 

②微助っ人（びすけっと）クラブの設立推進 

③福祉バザーの開催 

④楽しい地域活動を支援 

①地域福祉推進会議の開催 

②地域福祉推進員の活動促進・人材育成 

③審議会等の充実 

④制度の狭間の課題への対応 

①「ふくしの座談会」を通じた課題の把握 

②地域福祉活動計画の検証 

③地域課題に関する話し合いの場の確保 

①世代間交流活動支援 

②高齢者の生きがいづくり 

③市民ニーズの把握と活用 

④相談支援機関の人材確保と連携 

①ボランティア体験事業を通じた交流 

②こども・地域食堂の充実 

①高齢者支援 

②障がい者支援 

③こども・子育て支援 

④生活困窮者等に対する横断的な支援 

⑤福祉以外の分野との連携 

①高齢者支援 

②障がい者支援 

③こども・子育て支援 

④生活困窮者支援 

⑤社会福祉事業の健全な発達・協働 

①認知症施策の推進 

②心と体の健康づくり 

③高齢者が楽しく運動できる環境づくり 

④敬老会・金婚者祝賀会の充実 

①ご長寿「ほっこり夫婦」祝賀会 

②高齢者レクリエーションの充実 

①成年後見制度の推進・啓発 

②こどもや若者の成長を支える 

③暴力（ＤＶ）・虐待の防止 

①「あんしんサポート事業」の充実 

②日常生活における心配ごと・法律相談の実施 

③権利擁護推進センターとの連携 

①孤独・孤立対策の推進 

②ひきこもりやその家族への支援 

③多機関協働等の取組 

①「わくわく・お出かけサロン事業」の充実 

②交流会の企画・参加促進 

③支援機関や地域との連携 
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第５章 
  

分野別具体的施策 
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第５章 分野別具体的施策 

 基本目標１ みんなで進める「地域づくり」 

（１）助け合い、支え合う地域づくり 

 社会福祉法に位置付けられた地域共生社会を推進するため、地域住民と行政が連携して「地域住民の

気にかけ合う関係性」が創られる環境を目指します。 

 また、支える側と支えられる側に分かれることなく、地域住民全体でお互いが助け合うことができる

仕組みづくりを進めることにより、課題の早期発見や地域資源の効果的な活用を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 悩みや課題を抱える人やその家族は、課題が１つとは限りません。また、提供される福祉サービスや

支援の方法も複雑化・複合化した悩みや課題に応じたものにする必要があります。 

 重層的支援体制整備事業による支援体制の強化をはじめとして、高齢者・障がい者・子育て・生活困

窮の各分野が相互に連携・協力することにより、地域生活課題が包括的に提供される体制を整備します。 

 

 

 

 

 市民アンケートにおいて回答者が「何とかしなければならない」と感じている地域課題は、「高齢者同

士の介護」「介護が必要な高齢者がいる世帯」「障がいがある独居高齢者」などが多くみられたことから、

高齢者施策については、特に重点的に取り組まなければならない分野となっています。 

６５歳以上の一人暮らし高齢者世帯や７５歳以上のご夫婦世帯について、民生委員による見守りや声

かけを通じて安心な暮らしができるよう、活動を支援します。 

 また、一人暮らし高齢者の増加により、高齢者の見守りを家族だけが担うことが困難になっています。 

 地域包括支援センターや在宅介護支援センターの各種事業を通じて必要な支援に努め、はつらつサポ

ーター活動を通じて地域による見守り活動へつなげていきます。 

 

行政が取り組むこと 

①包括的な支援体制の推進・充実 

②高齢者の見守り活動 

③ボランティアセンターの利用促進 

④民生委員・児童委員、主任児童委員との連携 

①包括的な支援体制の推進・充実（福祉課） 

②高齢者の見守り活動（福祉課／介護保険課） 
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 ボランティア活動に関する市民アンケートの回答結果において、地域のボランティア活動に参加して

いない原因として「参加の方法が分からない」「興味のある活動が見つからない」などの意見がありまし

た。このため、ボランティアセンター運営に対する支援と併せ、ボランティア連絡協議会と連携して、

ボランティア活動の普及や啓発を分かりやすく行います。 

 

 

 

 

 民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域の実情を把握し、地域住民からの相談に応じ、必要な支

援を受けられるように行政や専門機関などの適切な支援・サービスにつなぐ役割を担っており、地域住

民に最も近い存在となっています。 

 民生委員・児童委員協議会役員会や定例会に参加して課題の共有を図るほか、活動に必要な研修の開

催や資料の提供など、民生委員・児童委員活動が円滑に図られるように連携を進めます。 

 また、地域において、民生委員・児童委員の成り手がいないため、本市の定数に対する充足率が低下

している状況となっています。活動のＰＲや広報を積極的に行うとともに、民生委員・児童委員確保の

ための環境整備を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域支え合い事業は、レクリエーションや昼食会などを通じて閉じこもりがちな高齢者や障がい者、

子ども達が健康で明るく、いきいきと生活できるよう支援するもので、地域のボランティアが中心とな

って運営されています。 

 また、「公民館集い型（ほっこりサロン）」「見守り訪問型」など、地域の実情に応じて開催されており、

内容も地域の創意工夫により様々な取組が展開されています。 

 これらの取組内容をさらに進めるとともに、参加者が周囲に悩みを相談できる環境づくりや地域課題

の気づきの場としても生かせるよう、より良い事業を目指します。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①地域支え合い事業（ほっこりサロン）の充実 

②地域見守り応援活動の推進・啓発 

③ボランティア活動の推進 

③ボランティアセンターの利用促進（市民協働課） 

④民生委員・児童委員、主任児童委員との連携（福祉課） 

①地域支え合い事業（ほっこりサロン）の充実 
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 一人暮らしの高齢者や障がい者、子育て世帯など、支援が必要と思われる方への見守り活動について、

民間事業所の協力をいただき、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを目指します。 

事業の趣旨に賛同いただいた市内の民間事業所を「みな・ほっと見守り応援隊」として社会福祉協議

会に登録し、訪問先の様子が普段と違うなど、何らかの異変を察知した場合に、連絡窓口であるえびの

市社会福祉協議会へ連絡するとともに、緊急を要する場合は警察署や消防署へ通報を行います。 

 活動の周知を図り、地域の助け合いによって誰もが安心して暮らすことができる「お互い様・おかげ

様の地域づくり」の実現を進めます。 

 

 

 

 

 えびの市社会福祉協議会内に「えびの市ボランティアセンター」を設置し、県下一斉ボランティア奉

仕作業の実施や傾聴ボランティア、暮らしねっとサポーターの養成などを推進しています。ボランティ

アに興味を持ち、誰もが気軽に参加できるような環境づくりを進めるため、「ボランティアセンターだ

より」を発行し、助け合い・支え合い活動を啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域見守り応援活動の推進・啓発 

③ボランティア活動の推進 
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（２）つながる地域づくり 

 地域住民が様々な活動に参加することにより、参加者の「かおの見える関係」が作られるとともに、

地域課題や地域資源などについて知る機会が増えることが期待できます。 

 少子高齢化や生活スタイルが変化する中、住民同士がつながり、これからも暮らし続けたいまちづく

りを進めるためのコミュニティなど、つながりを深める施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重層的支援体制整備事業の取組の一つとして位置付けられる地域づくり事業は、地域の実情に応じて

「地域住民のニーズ・生活課題の把握」「地域住民の活動支援」「地域コミュニティを形成する居場所づ

くり」「行政や地域住民等の地域づくりの担い手がつながるプラットフォームの展開」を実施すること

とされています。 

 重層的支援体制整備事業と地域福祉計画を連動させながら、地域のつながりの中で、住民の多様なニ

ーズや生活課題に対応できるような体制づくりを図っていきます。 

 

  

 

 

 中学校区ごとに組織されているまちづくり協議会は、「えびの市自治基本条例」に基づき、親睦グラウ

ンドゴルフ大会や防災訓練、イベントなど、それぞれ自主的な活動が企画・運営されています。 

 まちづくりの主役は市民であり、地域住民です。地域住民がつながり、楽しく参加できるようなまち

づくり協議会の活動を通じて、市民が自ら地域を築くことができるような取組を進めます。 

 また、まちづくり協議会内の福祉部会が実施している「声かけ運動」や地域ごとの「はつらつ百歳体

操」など、地域の実情に合った活動の支援や地域課題の把握に努めます。 

 

 

 

 

 

 

行政が取り組むこと 

①地域づくり事業の充実 

②まちづくり協議会の活性化 

③市民活動の支援・環境整備 

①地域づくり事業の充実（福祉課） 

②まちづくり協議会の活性化（市民協働課） 
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 市民が主体的に取り組む市民活動を支援するため、市民活動支援センターを設置しています。 

 また、市民活動の活性化を目的とした研修会や講演会の実施や、市民団体が参加する交流会を通じた

情報交換が図られています。市民活動支援センター登録団体を増やし、活動団体がつながるような取組

を市民団体とともに進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外出の機会が少なく、閉じこもりがちな高齢者からは「人と会っておしゃべりすることが楽しみ」と

いう声が多く聞かれます。また、障がいのある人、子育て世代などが気軽に立ち寄ることができるよう

な環境の整備が求められています。 

地域住民がつながり、関係を深める中で、支援を必要とする人を早期に発見して課題が複雑化する前

に適切な支援につなげたり、孤立を防ぐなど、居場所づくりに取り組むための説明会等を実施して対象

地区を増やします。 

居場所づくりは、世代を問わない様々な地域の人が集い、楽しみ、生きがいを持つことが重要です。 

これから取り組もうとする地域においても、柔軟で楽しめるようなアイデアや意見を出してもらえる

よう、支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 市内の各学校と連携し、児童生徒が車いす体験、高齢者疑似体験、アイマスクを着用した歩行体験な

どを通じて福祉に対する意識の向上を目的とした福祉体験事業を実施します。 

 子どものころから体験を通じて福祉に触れる機会を持つことにより、高齢者や障がいのある人の気持

ちを理解し、誰もが幸せに暮らしていくためには何が必要かについて、学ぶ機会を作ります。 

  

 

 

 

③市民活動の支援・環境整備（市民協働課） 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①居場所づくり（茶飲ん場）の支援 

②学校と連携した体験学習の実施 

③社会福祉大会・地域福祉推進大会の活性化 

①居場所づくり（茶飲ん場）の支援 

②学校と連携した体験学習の実施 
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 社会福祉大会と地域福祉推進大会をそれぞれ隔年ごとに実施しており、社会福祉大会は多年にわたり

社会福祉の発展に功労のあった方々を表彰し、今後の一層の活躍を期待するとともに、本市の社会福祉

の更なる充実に向けた啓発を図る機会としています。また、地域福祉推進大会は、講演や事例発表を通

じて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域を目指し、地域住民が力を合わ

せ、支え合い、助け合いながら地域課題の解決に積極的に関わるために何が必要かを考えることを目的

に実施しています。 

 これらの大会を、地域住民一人ひとりがつながる場として捉え、さらに充実させるような取組を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③社会福祉大会・地域福祉推進大会の活性化 
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（３）防犯・防災の地域づくり 

 地震などの災害はいつ襲ってくるか分かりません。近年、自然災害の増加や被害が甚大化しているこ

とから、災害に対する地域住民の不安は大きくなっています。また、市民アンケートの結果においても、

地区の防災体制について「重要」又は「やや重要」と回答した人が８７．７％に上がっています。 

もし災害が発生した場合に地域住民がお互いに協力して助け合い、被害を軽減するために必要な「共

助」の力を高めるため、行政や社会福祉協議会などによる「公助」だけでなく、日頃から地域ぐるみで

災害に備えた訓練に取り組んだり、気にかけ合うなど、地域のつながりを大事にすることが必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害などが発生した場合に、自分たちの地域を自分たちで守るために活動する自主防災組織や防災リ

ーダーの活動について、平時の訓練実施や資器材の導入などにより支援します。 

 市民アンケートにおいて、回答者の５０．８％が「自分が住んでいる地域に自主防災組織があること

を知っている」と回答しています。それぞれの自主防災組織における活動や、策定を進める「地区防災

計画」が地域に周知されるよう、自主防災組織と連携して啓発を図ります。 

 

 

 

 

 災害時の避難が必要な場合に配慮が必要な高齢者、障がい者、乳幼児など（要配慮者）のうち、自力

で避難することが難しく、特に支援が必要となる方（要支援者）について、民生委員・児童委員、自治

会長、地域福祉推進員が参加する地域福祉推進会議の場で名簿の確認や情報共有を行い、安否確認や避

難の声かけなどに生かせるよう、適切な把握を行います。 

 また、災害対策基本法において努力義務とされている個別避難計画について、介護度や障がいの程度

などの情報の把握や自主防災組織と連携した整備を図ります。 

 

 

行政が取り組むこと 

①自主防災組織などの活動支援 

②地域と連携した要支援者の把握 

③避難支援協力員の確保 

④防災意識の啓発 

⑤防犯活動の推進 

①自主防災組織などの活動支援（基地・防災対策課） 

②地域と連携した要支援者の把握（福祉課／基地・防災対策課） 
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 災害の発生又は災害のおそれがある場合に、避難誘導や安否確認、声かけなどの支援を必要とする要

支援者ごとに、地域の避難支援協力員の配置をお願いしています。 

 主に要支援者の近くに住む方やすぐに連絡が取れる方にお願いしていますが、要支援者の不安を軽減

し、迅速な避難等ができるよう、今後も避難支援協力員の確保を図ります。 

 

 

 

 

 本市は過去にも地震や山津波など、大きな災害による被害を受けています。 

 これらの災害を教訓に、広報紙や防災講座等を通じて日頃からの啓発や防災意識を高める取組を進め

ます。 

 また、市公式 LINE やホームページなどを通じた正確な情報発信や周知を図ります。 

 

 

 

 

 地域ぐるみで防犯活動に取り組み、安心・安全なまちづくりを目指します。 

 えびの地区防犯協会や各交番、駐在所連絡協議会とともに、地域安全運動期間中の防犯パトロールな

どの啓発活動に取り組みます。 

 また、毎年１月に開催する「１１０番の日 市長旗争奪グラウンドゴルフ大会」の場を活用して、警

察による防犯講話や１１０番操作の方法に関する説明を行ってもらうなど、参加者の防犯・交通安全の

意識を高める機会を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害が発生した場合、社会福祉協議会が主体となって、外部からのボランティア、近隣の社会福祉協

議会、ボランティアコーディネーターなど、地域の関係機関や団体の協力の下、災害ボランティアセン

ターを設置・運営するよう、えびの市と協定を締結しています。 

③避難支援協力員の確保（福祉課） 

④防災意識の啓発（基地・防災対策課） 

⑤防犯活動の推進（市民協働課／福祉課） 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①災害ボランティアセンター運営訓練による備え 

②安心お助けきずなカードの周知・啓発 

③子どもを危険から守るためのサポート 

④更生保護女性会へのサポート 

①災害ボランティアセンター運営訓練による備え 
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 災害時に効果的なボランティア活動が行われるためにも、防災訓練や災害ボランティアセンター運営

訓練を通じて関係機関との連携や災害に対する備えを進めます。 

 

 

 

 

 「安心お助けきずなカード」は、一人暮らしの高齢者の方々などの安心・安全を確保するため、民生

委員・児童委員を通じて配布しているものです。カードには「本人情報」「緊急連絡先」「かかりつけ医

などの医療に関する情報」「避難支援協力員」「非常時持ち出し品」などを記載して、自宅の冷蔵庫など

の見える場所に張り付けておくことで、いざという時に必要な情報がすぐ分かるようにしておきます。 

 「安心お助けきずなカード」を活用することで、支援する人と支援を必要とする人が、それぞれ緊急

時にすぐに対応することができますので、日頃からカードの備えを進めるとともに、地域の関係者に対

する制度の周知・啓発を図ります。 

 

 

 

 

 民生委員は児童福祉法の規定により、子どもの健やかな育成や子育てに関する相談に応じる「児童委

員」としても活動することとされています。また、中学校区ごとには、児童福祉に関する活動を専門と

する「主任児童委員」が配置されています。 

 現在、民生委員・児童委員や主任児童委員により毎月第一・第三火曜日に子どもの登校見守り活動が

行われているほか、登下校の際の危険箇所がないか確認し、関係機関へつなぐなど、子どもの安心・安

全な環境づくりに努めています。 

 社会福祉協議会は民生委員・児童委員協議会の事務局として、通学路に設置するための啓発用のぼり

旗や民生委員・児童委員が活動する際に車両に張り付ける啓発用マグネットを作成するなど、活動のサ

ポートを行っており、今後も民生委員・児童委員や主任児童委員と連携して子どもを危険から守るため

の取組を推進します。 

 

 

 

 

 更生保護女性会とは、地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の

健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とするボランティ

ア団体です。毎年７月の「社会を明るくする運動」強調月間に合わせて公共施設等への七夕飾りや市内

パレードを実施するなど、明るく安全なえびの市づくりに向けた取組を行っております。 

 更生保護は、立ち直りの支援や次世代を担う青少年の成長を願う、重要な活動です。保護司、宮崎保

護観察所等の関係機関と連携を図りながら、地域で更生保護の心を育てる活動をサポートします。 

 

 

 

②安心お助けきずなカードの周知・啓発 

③子どもを危険から守るためのサポート 

④更生保護女性会へのサポート 
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 基本目標２ みんなが役割を持つ「人材・担い手づくり」 

（１）地域活動を進めよう 

 コロナ禍において地域における様々な集まりや行事などが制限されたことで、みんなが顔を合わせる

場が失われています。 

 一方、市民アンケート結果によると、「あなたが住んでいる地域のことで、何とかしなければならない

と感じている問題はありますか」との質問に対し、６１人が「地域の人が交流する場がないこと」を挙

げており、地域住民において地域活動や住民同士の交流の必要性を感じていることが分かります。 

 これまで地域・行政・社会福祉協議会や関係団体が推進してきた取組や施設の活用などを通じて地域

活動を広め、それぞれが地域課題について考えることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 民生委員・児童委員や自治会長などの活動をサポートするとともに、地域活動への参加や地域福祉推

進会議等に参加するなど、地域福祉の担い手として幅広く活動する地域福祉推進員を自治会ごとに配置

しています。 

 令和７年度においては、すべての自治会に地域福祉推進員を配置することができており、それぞれ地

域の実情に応じた活動をいただいているので、引き続き推進員の確保に努め、地域活動に取り組みやす

い環境づくりを図ります。 

 

 

 

 

 市民が知りたい情報に応じて、市役所や公共機関の職員が直接地域に出向いて講話を行うなど、学び

の場づくりを推進しています。 

 メニューは市政、福祉、健康、環境、市民参画、防災などの市政編が４８講座、消防や防犯などの公

共機関等編が１７講座を設けております。各講座が積極的に利用されるよう、パンフレットを回覧板や

関係団体の総会で配布するなど、周知と併せて利用しやすいメニューづくりに取り組みます。 

 

行政が取り組むこと 

①地域福祉推進員の確保 

②出前講座の活用促進 

③老人福祉センターの活用促進 

④高齢者クラブ活動への支援 

①地域福祉推進員の確保（福祉課） 

②出前講座の活用促進（社会教育課） 
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 老人福祉センターは、老人福祉法の規定により無料又は低額な料金で、高齢者が健康の増進、教養の

向上及びレクリエーションの場として利用できるよう設置されるもので、市内には「老人福祉センター」

と「高齢者交流プラザ」の２施設があります。 

 各施設では、高齢者クラブ連合会によるカラオケ学級や手芸学級が開催されており、高齢者の生きが

いと健康づくりの場として活用されています。 

 高齢者が気軽に集い、楽しく地域活動ができるよう、また福祉バスなどにより身近に利用ができるよ

う、施設の活用促進を図ります。 

 

 

 

 

 高齢者による仲間づくりを通じて生きがいや健康づくり、また生活を豊かにする楽しい活動に取り組

むため、地域ごとに高齢者クラブが組織されています。長年の知識や経験を生かして、世代交流や社会

活動にも取り組んでいますが、定年制の延長や生活様式の変化、また役員の成り手不足などを背景に、

クラブ会員数や単位高齢者クラブ数は減少傾向にあります。 

 団塊の世代が後期高齢者へ推移する中、会員数の確保に努め、魅力あるクラブ活動が継続できるよう、

関係機関とともに高齢者クラブ・えびの市高齢者クラブ連合会への支援を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 えびの市社会福祉協議会では、「えびの市民生委員児童委員協議会」「えびの市高齢者クラブ連合会」

「えびの市視覚障がい者福祉会」「えびの市赤十字奉仕団」「えびの市更生保護女性会」などの福祉団体

事務局として活動支援を行っています。 

 各福祉団体が行う地域福祉活動が今後も地域住民へ広がっていくよう連携を図り、地域活動に関わる

市民の増加に努めて行きます。 

 

③老人福祉センターの活用促進（福祉課） 

④高齢者クラブ活動への支援（福祉課） 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①福祉団体への支援 

②微助っ人（びすけっと）クラブの設立推進 

③福祉バザーの開催 

④楽しい地域活動を支援 

①福祉団体への支援 
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 令和４年度のモデル事業として、地域内のちょっとした困りごとを地域内で手助け・解決する仕組み

づくりとして３つの「微助っ人クラブ」が発足しました。その後、地域における座談会や検討を経て、

令和７年度時点で６自治会にクラブが発足しています。 

 活動内容は「地域内で笑って語り合う場」づくりや「地域内でできること」を地域内で協力して行う

といった、高齢者等のニーズを踏まえたものとなっています。 

 これらの地域活動に取り組む団体が増えるよう、地域との話し合いを進めながら設立を図っていきま

す。 

  

 

 

 

 社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動の一環として、様々な事業の資金の一部とするために福祉バ

ザーを開催しています。 

 たくさんの市民が地域福祉活動に役立ててもらおうと、自宅の使わない品物を持ち寄ってくださって

おり、福祉バザーの開催の際には市内外から多くの来客があります。 

 福祉バザーへの協力は、地域住民が取り組むことができる地域福祉活動の第一歩です。これからも地

域福祉に触れる機会として開催を継続し、より充実した内容にしていきます。 

 

 

 

 

 地域において「活動を始めたいが、どうやって進めたらいいのか分からない」「地域活動に関する情報

が欲しい」など、地域活動には興味があるものの、取組のきっかけを必要とする場合があります。楽し

い地域活動を進めるため、地域のユニークな取組を紹介するとともに、支え合い事業説明会や座談会を

通じた啓発など、参加者の声を取り入れた地域活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②微助っ人（びすけっと）クラブの設立推進 

③福祉バザーの開催 

④楽しい地域活動を支援 
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（２）みんなで考える地域課題 

 少子高齢化の進行に伴い、地域における役員の成り手や活動の機会が減少しています。 

 市民アンケートの結果では、２３２人が「地域の成り手がいないこと」、また１４０人が「住民同士の

まとまりや助け合いが少ないこと」を地域課題として挙げています。 

 地域課題は一部の人だけでなく、地域全体で考えていかなければならないものです。 

 持続可能な地域福祉を推進していくためにも、一人ひとりが身近な課題に対して考え、主体的に地域

を支え合う地域共生社会づくりを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者が地域福祉について理解を深め、それぞれの立場で課題解決について考える場として、年に２

回、中学校区ごとに「地域福祉推進会議」を開催しています。 

 会議には民生委員・児童委員、自治会長、地域福祉推進員が参加して、福祉、健康、防災、再犯防止

など、毎回様々なテーマを設定し、地域福祉に関する話し合いや講話を行います。 

 参加者からの声や時機に応じた内容を企画し、市民の地域課題などについて自ら考え、活動につなげ

ることができるような会議づくりに努めます。 

 

 

 

 

 自治会ごとに配置をお願いしている地域福祉推進員は、地域の実情に応じた活動をしていただくとと

もに、住民が安心して楽しく暮らせるために民生委員・児童委員などの活動に対するサポートをしてい

ただいています。 

 また、幅広く地域福祉について考える人材や機会を確保してもらうため、任期を２年（再任可）と設

定しています。 

 地域福祉推進員活動を通じて地域福祉に関心を持ち、身近な地域における福祉の取組が広がるよう、

地域福祉推進員の活動や関係機関との連携を図ります。 

 

 

行政が取り組むこと 

①地域福祉推進会議の開催 

②地域福祉推進員の活動促進・人材育成 

③審議会等の充実 

④制度の狭間の課題への対応 

①地域福祉推進会議の開催（福祉課） 

②地域福祉推進員の活動促進・人材育成（福祉課） 
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 行政が策定する各種計画や施策に対する審議・検証を行う場として、様々な審議会や協議会が設置さ

れており、地域福祉の関係者や有識者などに委員として参加をお願いすることがあります。 

 これらの会議等は、地域福祉に関する課題等を直接聞くことができる機会であると同時に、施策に関

する説明や周知を図り、理解を深める機会でもあります。 

 審議会等の充実を図るため、論点や説明を分かりやすくすることにより、幅広く意見交換や施策に関

する議論ができるよう努めます。 

 

 

 

 

 生活困窮の状態に至っていないが社会とのつながりを必要とする地域住民や、福祉サービスが必要な

状態であるにもかかわらず必要な支援が届いていない、又は支援を拒否するなど、既存の制度や支援だ

けでは対応が難しい場合、近隣住民や訪問機会のある事業者などの見守りや協力が必要となることがあ

ります。相談支援機関による支援制度に加え、既存の制度に当てはまらない課題に対しても早期に把握

し、解決へ導くことができるような連携体制を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 少子高齢化が進む中、地域の現状や課題を正しく知り、「今、自分たちに何ができるのか」「これから

の地域の担い手である若者に、何を残していくべきか」を考えることが必要です。 

 自分たちが住む地域の資源や課題などを語り合う場として、地区ごとに「ふくしの座談会」を開催し、

課題解決に向けた取組や居場所づくり、「微助っ人クラブ」の設立などへつなげていきます。 

 

 

 

 

 地域福祉計画の策定と併せて、自治会ごとの活動目標や課題解決を示す「地域福祉活動計画」を策定

します。 

③審議会等の充実（福祉課／こども課／介護保険課） 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①「ふくしの座談会」を通じた課題の把握 

②地域福祉活動計画の検証 

③地域課題に関する話し合いの場の確保 

①「ふくしの座談会」を通じた課題の把握 

②地域福祉活動計画を通じた課題の把握 

④制度の狭間の課題への対応（福祉課） 
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 地域活動計画は、地域住民自身が「これから目指すべき地域の姿」やキャッチフレーズを話し合い、

計画期間中の活動に生かしていくものです。 

 地域福祉活動計画において設定した目標や取組が順調なのか、うまくいっていないのか等の検証につ

いて話し合う場を設け、よりよい地域活動を目指す環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 地域住民を対象とした話し合いや座談会について、世代や分野を問わず幅広い住民が参加できるよう、

開催方法や内容を検討していきます。 

 話し合いをより充実させるため、地域ごとの人口の推移や年齢層の推移などのデータを提供するなど

の工夫に取り組みます。 

 

 

（３）人と人との交流・人と地域資源とのつながり 

 市民アンケートの結果では、地域活動への住民の参加について７６．７％の回答者が「重要」「やや重

要」と回答したのに対し、現状について「満足」「やや満足」と回答したのは５２．１％となっており、

地域活動の重要性は高いが満足度が低いと考える人が多いことを示しています。 

 地域共生社会づくりを進めるためにも、世代・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」などの関

係を超えて、地域の多様な住民が集まり、つながるための施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まちづくり協議会などの取組により、そば打ち、しめ縄づくりなど、近年、地域の特色を生かした世

代間交流事業が増えつつあります。 

えびの市地域活性化活動奨励事業等補助金や市民活動支援センターの活用等を通じて、青少年のため

の世代間交流活動など、住民主体による地域活動を支援します。 

 また、これらの地域活動を通じて、伝統行事などの地域資源を次世代へ引き継ぐ人材づくりや担い手

づくりを促進します。 

③地域課題に関する話し合いの場の確保 

行政が取り組むこと 

①世代間交流活動支援 

②高齢者の生きがいづくり 

③市民ニーズの把握と活用 

④相談支援機関の人材確保と連携 

①世代間交流活動支援（市民協働課） 
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 高齢者が健康で生きがいをもって暮らすことができるよう、高齢者クラブ連合会が実施する高齢者学

級による生きがいづくりを推進します。 

現在は「カラオケ学級」「レクダンス学級」「手芸学級」「生花学級」が開催されていますが、高齢者が

楽しく参加できる講座の開設要望にも対応できるよう、現状の把握や高齢者クラブ連合会との意見交換

に努めます。 

 

 

 

 

 市民アンケートで「地域住民同士が支え合えるようになるには、何が必要だと思いますか」と尋ねた

ところ、最も多かった回答が「住民自身がつながりを大切にすること」であり、「プライバシーを守る人

間性を大切にすること」「相談しやすい環境をつくること」「住民同士が知り合うきっかけが増えること」

「身近に住民が交流する場があること」「地域のちょっとした困りごとを地域で解決する仕組みをつく

ること」などの順に続きました。 

 これらの市民ニーズを把握し、各種計画や施策へ反映させることにより地域福祉の向上を図っていき

ます。 

 

 

  

 

 令和７年度から本格的に取り組む「重層的支援体制整備事業」において、多機関による相談支援事業

を通じた連携を図ります。 

 人口減少が進む中、相談支援機関に携わるスタッフについても地域資源として捉え、持続可能な相談

支援体制を図る必要があります。人材確保とともに、複雑化・複合化した課題をチームで支援する体制

づくりを進めることにより、包括的な支援体制を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者の生きがいづくり（福祉課） 

③市民ニーズの把握と活用（福祉課） 

④相談支援機関の人材確保と連携（福祉課） 
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 えびの市における高齢化率は令和７年４月１日時点で４５．６８％となっており、高齢化の進展に伴

い一人暮らしの高齢者が増加しています。地域の高齢者の困りごとも増える中、今、自分達でできるこ

とを考えて行動に移せる若い力が求められています。 

 このため、中学生を対象に「ボランティア体験事業（困りごとお助け隊）」として、自分達でできるお

手伝いを体験してもらい、人のために役立つ喜びや達成感を見出す機会を作ることにより、世代間交流

を図るとともに自分が住んでいる地域を見つめなおし、人と人がつながる地域づくりを目指します。 

 

 

 

 

 えびの市ボランティアセンターにより月に１回開催・運営している「カレーの日（こども食堂）」は、

これまで参加対象を「子どもと親」に限定していましたが、令和７年度より名称を「カレーの日（こど

も・地域食堂）」に改め、地域住民誰でも参加できるよう対象を拡充しています。 

 カレーの日（こども・地域食堂）では食事だけでなく、レクリエーションや体験活動など、季節ごと

に楽しいイベントも開催しています。こども達の元気な姿を身近に感じ、世代を問わない交流の場とし

て継続できるよう、開催日の幅広い周知やボランティア活動の環境整備を進めます。 

 

  

社会福祉協議会が取り組むこと 

①ボランティア体験事業を通じた交流 

②こども・地域食堂の充実 

①ボランティア体験事業を通じた交流 

②こども・地域食堂の充実 
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 基本目標３ 安心できる「支援体制づくり」 

（１）福祉サービスの推進と連携 

 地域共生社会において求められる姿は、「制度や分野」「支える側・支えられる側」を超えてみんなが

つながり、誰もが安心して暮らせる社会づくりです。 

 地域において相談できる相手がいることや、みんなが役割を持ち、安心して活躍できる社会を目指す

ためにも、支援が必要なときに、必要な福祉サービスや相談を受けることができる体制が必要です。 

 複雑化・複合化した課題に対しては幅広く関係機関が連携し、支援できる仕組みづくりを進めるとと

もに、これまで同様、一つ一つの課題に応じた支援を続けていくことも必要であり、介護・子育て・障

がい・生活困窮の各分野をはじめとする相談支援機関において、それぞれが担当する相談受付や支援・

サービスをしっかりと提供できるような施策を展開します。 

 また、地域福祉計画は高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉などの各福祉分野における個別計画の上位

計画となるものです。個別の福祉計画に基づき、適切な福祉サービスや質の確保に努めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「えびの市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して

その人らしい生活を送ることができるよう、地域包括支援センターの運営等を通じた介護・福祉に関す

る相談対応や介護サービスの安定的な運用に努めます。 

 高齢者の経済的な負担を軽減するとともに、買物などの移動手段を確保するため、高齢者福祉タクシ

ー利用助成事業の周知を図ります。 

カラオケ学級、レクダンス学級、手芸学級、生花学級を実施する「高齢者の生きがいと健康づくり事

業」を推進し、高齢者に喜ばれる施策を進めます。 

 市道や公営住宅などの段差解消や側溝への蓋設置など、高齢者にやさしいバリアフリーのまちづくり

を推進します。 

 

 

行政が取り組むこと 

①高齢者支援 

②障がい者支援 

③こども・子育て支援 

④生活困窮者等に対する横断的な支援 

⑤福祉以外の分野との連携 

 

①高齢者支援（福祉課／介護保険課／財産管理課／建設課） 
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 障がいのある人やその家族が安心して暮らすことができる環境づくりを進めるため、障がい者計画・

障がい福祉計画・障がい児福祉計画を一体的にまとめた「えびの市障がい者プラン」による施策を推進

します。 

 「にしもろ基幹相談支援センター」による福祉サービス利用や制度の活用に関する各種相談、情報提

供、関係機関との連携など、総合的な支援を行います。 

 保険・医療・介護や教育・就労などの分野と連携し、暮らしや年齢に応じて適切な支援を継続します。 

 障がいの有無にかかわらず地域活動やスポーツ・文化活動に取り組む環境づくりに努め、ニーズ調査

やアンケート調査結果を生かしながら社会参加を促進します。 

 

 

  

 

 すべてのこどもや若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送る事ができる社会を目指し、「えび

の市こども計画」に位置付けた施策を推進します。 

 また、保護者が子育てについて独りで悩むことの無いよう、母子保健と児童福祉に関する一体的な相

談支援を行う「こども家庭センター」の運用を通じた積極的な情報提供とともに、こどもの貧困やヤン

グケアラー、犯罪から守る取組など、関係機関と連携しながらこどもを取り巻く環境の改善に努めます。 

 少子高齢化が進む中、地域全体でこどもを見守り、支える環境づくりが必要です。国や県の動向を注

視しながら、子育てに係る経済的負担の軽減など、求められるこども施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 生活・仕事支援室を中心に、就労や生活に関する相談窓口などの関係機関と連携を図りながら、生活

困窮者の状況に応じて「就労支援」、「就労準備支援」、「住居確保支援」、「家計改善支援」を行うなど、

自立に向けた包括的な支援を継続します。 

 既存の制度では就労支援が難しいケースや自立のために必要な場合は、参加支援事業へつなぐなどの

対応や、庁内部局と連携した支援を検討するなど、横断的な支援を図ります。 

  

 

 

 

 これまでの「課題解決型」による個別の支援に加え、課題を抱える当事者やその家族などが置かれた

状況や要因も複雑化・多様化していることから、各相談支援機関との連携がより重要となってきていま

す。 一方、人口減少が進む中、各相談支援機関・施設やそのスタッフについて、私たちのまちにおけ

る「地域資源」と捉え、持続可能な福祉サービスについて考えなければなりません。 

 地域福祉の中心的役割を果たしている「えびの市社会福祉協議会」をはじめ、高齢・障がい・子育て・

②障がい者支援（福祉課） 

③こども・子育て支援（こども課／学校教育課） 

④生活困窮者等に対する横断的な支援（福祉課） 

⑤福祉以外の分野との連携（福祉課） 



- 90 - 

 

生活困窮などの福祉分野以外にも、交通・租税・住宅・まちづくり・教育・人権など、幅広い分野が連

携して支援を継続していくことができるよう、支援会議の開催や、課題が複雑化する前の予防的な取組

について理解を深めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社会福祉協議会において受託又は実施している居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、高

齢者給食サービス事業、生活支援コーディネーター事業など、高齢者やその家族の意向を踏まえたきめ

細かな支援を推進します。 

また、本格実施に取り組んでいる「重層的支援体制整備事業」により、これまでも実施している高齢

者支援事業をさらに推進するとともに、「介護者のつどい（和の会）」など、高齢者に寄り添った福祉の

まちづくりに努めます。 

  

 

 

 

 障がいのある人が必要なサービスを利用し、自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、

相談支援事業所の機能強化を図ります。 

 障がいのある人に関するニーズや課題、目標はそれぞれ違っており、一人ひとりに応じた障害福祉サ

ービスの提供が必要です。利用者のニーズなどに適切に対応できるよう、研修への参加やひきこもりサ

ポーターの取得など、スタッフのスキルアップに努め、サービス等利用計画の作成などに生かします。 

  

 

 

 

 えびの市内の１８歳までの子どもがいる世帯のうち、ひとり親世帯や何らかの理由で自立した就労が

できないなどの事情を抱えた世帯に対し、定期的に食材を届けるこども宅食事業「田の神さぁの贈りも

社会福祉協議会が取り組むこと 

①高齢者支援 

②障がい者支援 

③こども・子育て支援 

④生活困窮者支援 

⑤地域における社会福祉事業の充実・協働 

①高齢者支援 

②障がい者支援 

③こども・子育て支援 
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の」により、子育て支援を図ります。 

 食材はフードドライブ活動などによる寄付により集められています。地域住民とともに子育てを応援

するとともに、必要な支援が受けられるよう、状況に応じて関係機関へつなぐなどの連携体制を継続し

ます。 

 

 

 

 

 みやざき安心セーフティネット事業や生活福祉資金貸付事業などの周知・啓発を図り、経済的な自立

や生活再建の機会を確保します。 

 また、生活困窮の状態となっている要因が複雑化・複合化している場合は関係機関と連携して支援を

行うなど、世帯の全体像を把握するとともに、支援を必要とする状態であるにもかかわらず支援を受け

ることができていない状態となっている世帯に対し、支援を届けることができるよう、アウトリーチ（こ

ちらから出向くこと）等を通じた継続的な支援を図ります。 

 

 

 

 

 複雑多様化した地域生活課題に対応するため、社会福祉を目的とする多様なサービスの振興に努めま

す。また、これまで実施してきた地域福祉活動がさらに充実するよう、社会福祉法の規定に基づき、社

会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業を推進します。 

 

 

 

（２）みんなで支える健康と長寿 

 まちづくりの主役は市民です。地域住民が積極的に活動や話し合いの場に参加したり、触れ合うこと

により、みんなが笑顔になり、「えびの市に暮らしてよかった」と思える機会をみんなで作ることが必要

です。 

 そして、地域住民同士で支え合うためには、健康であることも大切です。 

 市民アンケートにおいて、「あなたは普段、どのような悩みや不安を感じていますか」との問いに対

し、最も多かった回答は「自分の健康」であり、続いて「家族の健康」となっており、半数近くの回答

者が健康関係に対する悩みや不安を感じていることが分かります。 

 年を重ねても楽しく元気に、住み慣れたまちで暮らしていけるよう、自分で取り組むことができる健

康づくりやレクリエーションに参加できるような環境づくりに取り組むとともに、高齢者の閉じこもり

防止や認知症予防など、周囲の関わりを通じて地域づくりが広がっていくような施策を、地域や関係団

体とともに推進します。 

 

 

 

④生活困窮者支援 

⑤地域における社会福祉事業の充実・協働 
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 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を迎え、今後も認知症高齢者の増加が見込まれています。

認知症の人が尊厳を保ちながら生活できるよう、保健・医療・福祉の関係機関が連携して地域で支える

「チームオレンジ」の仕組みづくりを進めます。 

 また、はつらつサポーターを中心とした「百歳体操」などの認知症予防や認知機能の活性化につなが

る取組を推進するとともに、地域における見守りネットワーク体制に引き続き取り組み、家族や親族の

負担軽減に努めます。 

 

 

 

 

 令和６年３月に策定した「元気で健幸なえびの市づくり計画」に基づき、各種健（検）診に対する受

診率向上や保健指導の取組を推進し、重症化予防の重要性について啓発を図ります。 

 また、病気や介護のこと、家族のこと、経済的な不安など、生活上の不安や課題の複合化は誰にでも

起こり得ることです。心の健康づくりについても啓発を図るとともに、身近な相談窓口の周知や必要に

応じて訪問するなど、相談者に寄り添った対応に努めます。 

 

 

 

 

 まちづくり協議会、自治会、総合型地域スポーツクラブなどによるスポーツ大会を推進し、高齢者が

気軽に参加できる環境づくりを推進します。 

 自分の体力を知り、無理のない運動に取り組むためにも、まちづくり協議会やスポーツ推進委員によ

る体力テストを通じて健康寿命を延ばす取組を推進します。 

 「市長旗争奪グラウンドゴルフ大会」や高齢者クラブ連合会によるグラウンドゴルフ大会に多数の高

齢者が参加できるよう、関係機関と楽しい内容を企画するなどの支援を行います。 

 

 

 

行政が取り組むこと 

①認知症施策の推進 

②心と体の健康づくり 

③高齢者が楽しく運動できる環境づくり 

④敬老会・金婚者祝賀会の充実 

①認知症施策の推進（介護保険課） 

②心と体の健康づくり（健康保険課） 

③高齢者が楽しく運動できる環境づくり（社会教育課／福祉課） 
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 コロナ禍における人の集まりの自粛があったものの、各地域において開催方式を工夫しながら敬老会

が行われています。これまでのご苦労に感謝し、ご長寿をお祝いする敬老会がより充実したものとなる

よう、敬老会への積極的な参加や長寿に関する本市の状況の公表など、地域とともに長寿社会を支える

取組を進めます。 

 また、「いい夫婦の日＝１１月２２日」にちなんで毎年１１月に開催している金婚者祝賀会について、

より多くのご夫婦に参加いただけるよう、これからも夫婦の絆を深め、末永い幸せが続くことを願うた

めの機会づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二人の年齢が合わせて１７６歳となる夫婦を対象に、これまでの苦労を労うとともに今後の末永い幸

せを願う「ほっこり夫婦」祝賀会を開催しています。 

 みんなでお祝いし、喜んでもらい、これからも生きがいと夫婦の仲睦まじい暮らしを支えていきます。 

 これまで開催していた「ひとり金婚式」を見直し、新たに取り組みを始めた祝賀会になります。たく

さんの対象夫婦が参加できる祝賀会となるよう、内容を充実させていきます。 

 

 

 

 

 ほっこりサロンや地域活動において、地域の高齢者が楽しく参加できるようなミニゲーム、工作、製

作などの活動を行っています。また定期的に「支え合い通信・私の元気！チャレンジノート」を配布し

ており、自宅でできる脳トレや介護予防に関する情報提供を行っています。 

 参加者の意見やリクエストを取り入れながら、これからも多くの地域住民が参加できるようなレクリ

エーションの場づくりに努めます。 

 

 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①ご長寿「ほっこり夫婦」祝賀会 

②高齢者レクリエーションの充実 

①ご長寿「ほっこり夫婦」祝賀会 

 

②高齢者レクリエーションの充実 

 

④敬老会・金婚者祝賀会の充実（福祉課） 
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（３）権利擁護の推進とサポート 

 年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、すべての住民がいきいきと暮らしていくためには、高齢者

やこども、障がいのある人などに対する配慮や地域での啓発が必要であると同時に、生活上の課題や悩

みに対するサポート体制も重要となります。 

 また、当事者の判断能力の低下などに伴い、新たな課題や被害を生むおそれがあるため、家族や親族、

施設の関係者などが相談できる機会や、必要に応じて一緒に支援する体制づくりも求められています。 

 ケースに応じて関係機関と迅速な対応ができるよう連携を図るとともに、相談窓口の周知や権利擁護

に関する啓発など、日頃から地域住民の権利擁護に対する意識を高める取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「中核機関にしもろ地区権利擁護推進センターつなご」をはじめとする関係機関と連携し、身寄りが

なく将来が心配な場合や財産管理、福祉サービスの手続きなどに対する相談やサポートなどに関する相

談会を実施します。 

 啓発活動として、市広報への相談窓口の掲載やつなごによる成年後見啓発イベントや後見人セミナー

の実施、後見人のつどいなどを通じた周知を図り、利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

 

 

 

 こどもや若者の健やかな成長には、地域全体の子育てに対する理解や協力が必要です。また、こども

が自らＳＯＳを発信し、相談することが難しい場合も多くあります。児童委員や主任児童委員、保育施

設などと連携しながら、地域の子育て力を高め、こどもの権利を守るための取組を進めます。 

 こどもに対する虐待を防ぐとともに、虐待が発生した場合は児童相談所、教育機関や支援機関と連携

して対応します。 

 ヤングケアラーによってこどもの権利が失われることがないよう、相談できる環境づくりや家庭相談

員による対応、こども宅食を通じた訪問、面談など、あらゆる機会を活用した権利擁護の推進を図りま

す。 

 

行政が取り組むこと 

①成年後見制度の推進・啓発 

②こどもや若者の成長を支える 

③暴力（ＤＶ）・虐待の防止 

①成年後見制度の推進・啓発（介護保険課／福祉課） 

②こどもや若者の成長を支える（こども課／学校教育課） 
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 「えびの市男女共同参画基本計画」に基づき、配偶者等からの暴力（ＤＶ）をはじめとする、男女の

人権を侵害するあらゆる形態の暴力を無くすための取組を関係機関とともに推進し、相談窓口の充実を

図ります。 

 高齢者や障がいのある人に対する虐待を防ぐため、高齢者虐待防止連絡協議会による情報共有や宮崎

県障がい者権利擁護センターとの連携を通じた啓発・虐待防止や対応に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障がいや認知症などにより判断能力が十分ではない人で、自身での福祉サービス利用手続きが不安な

人や預金管理、公共料金等の支払いなどが不安な人に対しては、福祉サービスの利用手続き支援や日常

の金銭管理支援を行う「日常生活自立支援事業（あんしんサポート事業）」を通じて、課題を抱える人が

安心して日常生活を送るための権利擁護を図っていきます。 

  

 

 

 

 日常生活上の心配ごとに対するアドバイス・援助や法律上の権利関係に対する支援のため、定期的に

「心配ごと相談」や「無料法律相談」を実施しています。 

 課題に対するヒントや解決の方策が見つかるようサポートするとともに、相談窓口が分からなかった

り「どのように話してよいか分からない」など、権利が侵されている状態にもかかわらず一人で悩むこ

とが無いよう、「社協だより」や地域活動を通じて周知を図ります。 

 

 

 

 

 社会福祉協議会が実施する各種福祉サービス事業や相談支援事業において、複合化した課題を把握し

たり、相談を受ける場合、課題や相談内容に応じて社会福祉協議会の担当や行政、各相談支援機関の福

祉サービスにつなぎますが、金銭管理などに関する課題については、相談者が権利擁護に関する課題と

③暴力（ＤＶ）・虐待の防止（総務課／福祉課／介護保険課） 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①「あんしんサポート事業」の充実 

②日常生活における心配ごと・法律相談の実施 

③権利擁護推進センターとの連携 

①「あんしんサポート事業」の充実 

 

②日常生活における心配ごと・法律相談の実施 

 

③権利擁護推進センターとの連携 
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気づかなかったり、成年後見制度による支援が必要な場合もあります。 

 権利擁護や成年後見制度の利用が必要な方に支援が行き届くよう、地域連携の中心的な役割を担う

「中核機関にしもろ地区権利擁護推進センターつなご」との連携を強化し、包括的な支援体制づくりを

推進します。 

 

 

 

（４）社会とのつながり支援（孤独・孤立対策） 

 新型コロナウイルス感染症の拡大による地域活動の制限やインターネットの普及、働き方の多様化な

ど、私たちを取り巻く状況は変化しており、「生きづらさ」を背景とした自殺の増加、生活困窮、ひきこ

もりなど、新たな社会的課題が顕在化しています。 

 また、高齢化の進展とともに独り暮らしの高齢者が増加しており、今後も増加が見込まれていること

から、支援や社会とのつながりなどが届いていない、いわゆる「孤立死」の増加が強く懸念されていま

す。 

 こうしたことから、令和６年４月に施行された「孤独・孤立対策推進法（令和５年法律第４５号）」の 

第２条において、「孤独・孤立は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであること」「孤独・

孤立は社会全体で対応しなければならない問題であること」「これまで推進してきたあらゆる施策に孤

独・孤立対策の視点を組み入れていくことが重要であること」が基本理念として掲げられています。 

 課題を抱える人が一人で悩みを抱え込んだり、課題の複雑化・複合化を防ぐためにも、それぞれの立

場で考え、できることに取り組み、地域全体でつながりを広げることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 孤独・孤立に関する現状等を踏まえ、「孤独・孤立対策推進法」における地方公共団体の努力義務規定

として「当事者の状況に応じた施策の決定及び実施」「地域住民を含めた関係者（団体）との連携」「積

極的な啓発活動」「相談支援」などが示されています。 

 本市における孤独・孤立対策を効果的に推進するため、「孤独・孤立対策地域協議会」を設置し、本市

の現状や情報を共有するとともに、当事者等への具体的支援につなげていきます。 

 

 

行政が取り組むこと 

①孤独・孤立対策の推進 

②ひきこもりやその家族への支援 

③多機関協働等の取組 

①孤独・孤立対策の推進（福祉課） 
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 ひきこもりは広い意味で「孤独・孤立」状態にある、又はそのように感じている人であり、生きづら

さを抱えている状態の人です。世代や経済的な状況などを問わず起こり得る課題なので、分野を超えた

連携や支援が必要となります。 

 国は、ひきこもり状態にある人やその家族に関わる全ての支援者にとっての参考となるよう、基本的

な考え方や支援のポイントなどをまとめた「ひきこもり支援ハンドブック～寄り添うための羅針盤～」

を令和７年１月に策定しました。 

 ハンドブックを「地域福祉・高齢者・こども・子育て・精神保健」などの関係機関と共有し、当事者

自身がこれからの生き方や社会との関わり方を決める「自立」を目指した支援を図っていきます。 

 

 

 

 

 孤独・孤立状態となった背景は当事者それぞれ違っており、課題が複雑化・複合化している場合もあ

るため、当事者の全体像を把握し、課題を解きほぐすなどの支援が必要になります。 

 また、当事者が自ら支援を求めることができなかったり、支援が必要であるにもかかわらず必要な支

援が届いていない状態にあることも考えられます。 

 このため、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援に一体的に取り組む重層的支援体制整備事

業の「多機関協働等事業」を通じて、支援する側が出向いて課題を把握する「アウトリーチ等を通じた

継続的支援」やオーダーメイド型により社会参加の場づくりを行う「参加支援」を活用した伴走型支援

を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域福祉推進事業として、外出が難しい高齢者を対象とした買い物支援活動を行っています。 

 高齢になるにつれ、車の運転ができなくなったり閉じこもりがちになるなど、周囲とのつながりを保

つことが難しくなる場合があるため、健康チェックや付き添いボランティアの同行など、交流や外出の

楽しみの場づくりに努め、高齢者ｎ孤独・孤立を防ぎます。 

 

②ひきこもりやその家族への支援（福祉課／こども課／健康保険課／介護保険課） 

③多機関協働等の取組（福祉課） 

社会福祉協議会が取り組むこと 

①「わくわく・お出かけサロン事業」の充実 

②交流会の企画・参加促進 

③支援機関や地域との連携 

①「わくわく・お出かけサロン事業」の充実 
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 障がいのある人やひきこもり状態にある人などを対象とした「ぴあ交流会」を充実させます。 

 社会とのつながり支援は「一歩ずつ支援する」ことが必要です。参加者が気軽に、負担を感じないよ

うな交流会を企画し、人との関わりや交流を持つことを目指します。 

 また、当事者に関わる家族や関係者同士が悩みを打ち明け、共感できる場が求められています。 

 ひきこもりサポーターや支援団体と連携しながら、家族会の設立について検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 社会福祉協議会において、課題を抱える人を訪問して当事者からの声を直接聴く機会は多く、既存の

地域福祉事業や福祉サービス事業において課題を把握する場合も少なくありません。 

このような場合、社会福祉協議会によるアプローチが支援の始まりとなるため、支援につなげるため

にも当事者の気持ちに寄り添った対応が必要となります。 

課題に適切に対応し、社会とのつながり支援を進めるためには、これまで培ってきた各支援機関との

連携が不可欠であるため、支援会議や情報共有を通じた連携を強化していきます。 

また、現在取り組んでいる「ふくしの座談会」や「地域福祉推進会議」などを通じた居場所づくりや

悩みを相談できる人づくりを推進することにより、「一人ではない」と感じられる社会を実現すること

ができます。 

社会福祉協議会が取り組む事業や地域住民を対象としたすべての事業が「社会とのつながり」への第

一歩となるよう、地域とともに進んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②交流会の企画・参加促進 

 

③支援機関や地域との連携 
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第６章 第二次えびの市再犯防止推進計画 

 １ 再犯防止推進計画とは 

 我が国の刑法犯の認知件数が平成１４年にピークを迎えたことから、平成１５年に設置された国の犯

罪対策閣僚会議において、「犯罪に強い社会の実現のための行動計画～「世界一安全な国、日本」の復活

を目指して～」が策定され、具体的な取組が推進されました。この結果、平成２８年の刑法犯認知件数

は戦後最少となり、一定の成果が表れています。 

 しかし、刑法犯の検挙人員のうち、初犯人員（刑事事件で過去に前科前歴がなく、初めて罪を犯した

人の数）の減少が再犯人員の減少を上回っているため、検挙された人員のうち再犯者の人員の割合（再

犯者率）が上昇を続けており、多くの人が再び罪を犯してしまっているという現状が伺えます。 

  

 このため、国は平成２８年に「再犯の防止等の推進に関する法律」を制定し、再犯の防止が犯罪の対

策等に重要であることを明記するとともに、再犯の防止について国や地方公共団体が責任をもって推進

していくことが規定されました。 

 併せて、地方公共団体は、国が定める再犯防止推進計画を踏まえ、「地方再犯防止推進計画」を策定す

ることが努力義務化されています。 

  

 

再犯の防止等の推進に関する法律（抜粋） 

（平成二十八年法律第百四号） 

 

（基本理念） 

第三条 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと 

及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状 

況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解 

と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより、犯罪をした者等 

が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として、講ぜられるものとする。 

 

（地方再犯防止推進計画） 

第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村 

における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推 

進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

 

 

 再犯防止法における基本理念や国の再犯防止推進計画の内容を踏まえて策定した本市の再犯防止推

進計画について、引き続き令和８年度から令和１１年度を計画期間とする「第二次えびの市再犯防止推

進計画」として策定し、推進することとします。 
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２ 国における再犯防止の取組 

 我が国における再犯率の割合が高まる中、安全・安心な社会を実現するためには、再犯防止対策が必

要不可欠であるとの認識の下、平成２８年の「再犯の防止等の推進に関する法律」成立を踏まえ、本法

に基づき国が取り組む施策をまとめた（第一次）再犯防止推進計画が策定されました。 

 この計画において、平成３０年度から令和４年度までの５か年における基本方針や重点課題、また具

体的に取り組む施策が掲げられ、国と地方公共団体による再犯防止の推進が図られました。 

 

〇（第一次）再犯防止推進計画（Ｈ３０～Ｒ４）の重点課題 

１ 就労・住居の確保 

２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進 

３ 学校等と連携した修学支援 

４ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導 

５ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 

６ 地方公共団体との連携強化 

７ 関係機関の人的・物的体制の整備 

 

 （第一次）再犯防止推進計画に掲げた重点課題のうち、特に重要な課題への対応を加速化させるため、

国は令和元年に「再犯防止推進計画加速化プラン」を決定しました。このプランにおいて、「満期釈放者

対策の充実強化」「地方公共団体との連携強化の推進」「民間協力者の活動の促進」の３つの取組を加速

化させるとともに、「令和４年までに、満期釈放者の２年以内再入者数を２割以上減少させる」「令和３

年度末までに、１００以上の地方公共団体で地方再犯防止推進計画が策定されるよう支援する」ことを

具体的目標として定めました。 

 

 計画において位置付けた重点課題への対応に基づき、国・地方公共団体・民間協力者の連携が進む中、

これらの取組を更に深化・推進するため、これまで取り組んできた施策の検証を含めた計画の見直しが

図られ、令和５年度から令和９年度を計画期間とする第二次再犯防止計画が策定されました。 

 第二次再犯防止推進計画では、第一次推進計画の重点課題を踏まえつつ、基本的な方向性を改めて整

理した７つの事項が重点課題とされました。 

 

〇第二次再犯防止推進計画（Ｒ５～Ｒ９）の重点課題 

１ 就労・住居の確保 

２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進 

３ 学校等と連携した修学支援 

４ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導 

５ 民間協力者の活動の促進 

６ 地域における包摂※の推進 

７ 再犯防止に向けた基盤の整備 

 ※包摂（ほうせつ）：包み込むこと。過ちを犯した人も地域社会の一員として取り込むことを意味する。 
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 ３ 宮崎県内の状況 

 宮崎県においては、「再犯の防止等の推進に関する法律」や国の再犯防止推進計画に基づき、令和２年

度から令和５年度を計画期間とする「宮崎県再犯防止推進計画」が策定され、県内市町村の再犯防止推

進計画の策定促進や当事者に対する経済的な下支え、就労支援、非行防止の取組などが展開されてきま

した。 

 令和６年度には、近年の新たな動きや課題を踏まえ、宮崎県における再犯防止を更に推進するため、

「第二次宮崎県再犯防止推進計画」が策定されており、重点課題として「国、市町村及び関係団体との

連携強化」「就労・住居の確保」「保健医療・福祉サービスの利用促進」「非行の防止等」「特性に応じた

効果的な支援のための取組」「民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進」を掲げ、計画期間中の

推進を図ることとされています。 

 

＜参考＞ 

 

〇宮崎県における刑法犯罪検挙者中の再犯者数及び再犯者率 

 令和２年以降、検挙人員のうち再犯者は６００人を下回っています。 

 再犯率は、４４％台から４７％台で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法務省提供データ 

 

 

〇宮崎県における出所受刑者の５年以内再入者数及び５年以内再入率 

 それぞれの年に出所した人が、その後５年以内に再入所した人数です。 

 県内においては２８人から３６人で推移しています。  

 

 

 

 

 

 

 

出典：法務省提供データ 

対象年 
県内検挙

人員 

うち 

再犯者 
再犯者率 

 

令和元年 1,290人 604人 46.8% 

令和２年 1,213人 577人 47.6% 

令和３年 1,192人 555人 46.6% 

令和４年 1,224人 585人 47.8% 

令和５年 1,336人 597人 44.7% 

令和６年 1,301人 585人 45.0% 

対象年 
全国出所 

受刑者数 

県内 5年以

内再入者数 

県内 5年以

内再犯者率 

 

平成 29年 21,998人 28人 0.1273% 

平成 30年 21,032人 36人 0.1712% 

令和元年 19,953人 31人 0.1554% 

令和２年 18,923人 34人 0.1797% 
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〇宮崎県における保護司数及び保護司充足率 

 保護司は、犯罪や非行をした人が再び罪を犯すことのないよう、その立ち直りを助けるとともに、犯

罪の予防や再犯の防止に関する啓発を行うために法務大臣から委嘱され、活動しています。 

 安全・安心な社会づくりのために重要な役割を担っている一方、宮崎県内においては定数を下回る状

態が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法務省提供データ 

 

 

〇宮崎県における「社会を明るくする運動」行事参加人数 

 令和元年の宮崎県内における「社会を明るくする運動」参加人数は１５，４５３人でしたが、 

令和２年には２，６８３人まで減少しました。新型コロナウイルス感染症の影響によるものと 

思われます。 

 令和３年以降は徐々に回復しつつありますが、コロナ禍以前の状況には戻っていない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法務省提供データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象年 
保護司 

定数 
保護司数 充足率 

 

令和元年 

605人 

536人 88.6% 

令和２年 540人 89.3% 

令和３年 545人 90.1% 

令和４年 565人 93.4% 

令和５年 564人 93.2% 

令和６年 559人 92.4% 

対象年 行事参加人数 

 

令和元年 15,453人 

令和２年 2,683人 

令和３年 3,249人 

令和４年 3,869人 

令和５年 5,264人 

令和６年 4,332人 
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３ えびの市における現状や取組、課題 

（１） えびの市における現状や取組 

 

 本市においては、国の「（第一次）再犯防止推進計画」や、「宮崎県再犯防止推進計画」における重点

課題等を踏まえ、令和４年３月に「えびの市再犯防止推進計画」を策定しました。 

 「えびの市再犯防止推進計画」は、「第４期えびの市地域福祉計画・地域福祉活動計画（R４～R７）」

における施策の一つとして、行政・社会福祉協議会における具体的取組内容を掲げた内容となっており、

計画に沿った取組を推進しました。 

 

 〇えびの市再犯防止推進計画（令和４年度～令和７年度）における具体的取組 

 （行政の取組） 

 ① 犯罪、非行防止及び更生のための広報、啓発の実施 

 ② 保護司会などと連携した相談支援実施 

 ③ 関係機関と連携した就労及び住居確保のための支援 

 ④ 適切な保健医療及び福祉サービスの提供 

 ⑤ 犯罪及び非行の未然防止 

 ⑥ 犯罪被害者への支援 

 （社会福祉協議会の取組） 

 ① 犯罪、非行防止及び更生のための広報、啓発の実施 

 ② 青少年非行防止及び青少年の健全育成のための広報の実施 

 

（２） 再犯防止に関する課題 

 

〇 人口減少や高齢化を背景に、地域における役員などの成り手不足が進む中、保護司の確保が課題と

なっています。 

 保護司は、罪を犯した人等が地域社会で孤立することなく安定した生活を送り、再び罪を犯すことの

ないよう支援する重要な活動を行っており、関係機関と連携した保護司の確保の取組が必要です。 

 本市においては、令和７年７月に開催した「地域福祉推進会議」において、宮崎保護観察所により保

護司の活動内容や現状を説明していただく機会を設け、これからの保護司確保に向けた取組につなげて

います。 

〇 保護司の安心・安全な活動やその家族の負担軽減のために、保護司の自宅以外で相談・面接業務を

行うことができる環境づくりが求められています。 

 本市における保護司の活動拠点として、更生保護サポートセンターを設置していますが、利用に関す

る時間的・地理的な制約があるため、公共施設などの柔軟な利用について検討することが必要です。 

 

 

 国の第二次再犯防止推進計画、第二次宮崎県再犯防止推進計画及び本市における現状・課題を踏まえ、

第二次えびの市再犯防止推進計画における具体的な取組として、以下の項目を設定します。 
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４ 再犯防止のための具体的取組 

（１） 行政で取り組むこと 

  

 

 「社会を明るくする運動」の強調月間である７月に合わせ、更生保護女性会をはじめとする関係機関

と市内パレードを実施するなど、引き続き犯罪や非行の防止と、立ち直り支援への正しい理解を深める

ための取組を推進します。 

 また、民生委員・児童委員、自治会長、地域福祉推進員が参加する「地域福祉推進会議」の場を活用

し、地域全体で立ち直りを支援する輪を広げていくための啓発を行います。 

 

 

 

 宮崎保護観察所と連携し、退職を迎える予定の市職員等に対する保護司活動の周知などにより、保護

司の適任者が確保できる環境づくりに努めます。 

 また、保護司が安心して保護観察対象者と面接ができるよう、市の公共施設を面接場所として利用す

る際には柔軟に対応し、保護司の活動を支援します。 

 

 

 

 保護司会や更生保護女性会など、再犯防止活動に取り組む団体について、総会や役員会への出席や意

見交換などを行い、積極的な連携を図ります。 

  

 

 

 犯罪を犯した人の中には、経済的に困っている、仕事や住むところがない、高齢で身寄りがないなど

の課題を抱え、地域で孤立したり、再び犯罪を犯すなどの人が多くいるとされています。 

 このため、必要な保健医療や「生活・仕事支援室」などの福祉サービスにより、社会復帰のために必

要な支援を行います。 

 また、複雑化・複合化した課題を抱えた人や社会とのつながりが必要な人に対して、本市で本格実施

を始めた「重層的支援体制整備事業」による多機関協働や参加支援の取組を活用し、必要に応じて関係

機関との支援を進めます。 

 

 

 

 家庭や学校教育と連携し、「青少年非行防止県民総ぐるみ運動」や「青少年の非行・被害防止全国強調

月間」における非行防止や青少年の健全育成とともに保護・更生の取組みを推進します。 

 また、薬物乱用防止に関する学習やポスター掲示など、正しい知識の普及・啓発を通じて犯罪、非行

の未然防止を図ります。 

 

①再犯防止に関する広報、啓発の実施（福祉課） 

②保護司の確保及び活動環境の整備（福祉課） 

③保護司会及び更生保護女性会を始めとする関係機関との連携（福祉課） 

④社会復帰につながる保健医療及び福祉サービス等の提供（福祉課／介護保険課／健康保険課） 

⑤犯罪、非行の未然防止（福祉課／健康保険課／こども課／学校教育課／社会教育課） 
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 令和７年度に制定した「犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者やその家族について、精神的

な苦痛からの回復や二次被害の防止など、被害からの早期の回復を支援します。 

 

 

（２） 社会福祉協議会で取り組むこと 

 

 

 社会福祉協議会で実施する「みやざき安心セーフティネット事業」「暮らし支えバンク事業」などの生

活支援や相談事業などにより、周囲に相談できない課題や生活困窮が原因で過ちを犯すことがないよう

支援を行います。 

 また、学校への七夕短冊づくりの依頼などを行うえびの地区更生保護女性会の活動を通じて、行政、

民生委員・児童委員、防犯協会、警察署や地域と連携し、更生保護活動に対する啓発や周知を図ります。 

 

 

 

地域の誰もが参加できる居場所として、カレーの日「こども・地域食堂」を開催し、健全な青少年育

成や地域のつながりを高める取組を推進するとともに、ひとり親世帯や生活にゆとりのない世帯等に食

料や日用品を届ける「こども宅食事業」を通じて、課題の早期把握に努めます。 

 

 

 

 民間協力事業所が、日常の業務において訪問先の様子が普段と違うなど、何らかの「異変」を察知し

た場合にえびの市社会福祉協議会へ連絡（緊急を要する場合は、警察署や消防署へ通報）する「地域見

守り応援活動推進事業（みな・ほっと見守り応援隊）」を推進し、安心・安全なえびの市を目指します。 

  

  

⑥犯罪被害者に対する支援（総務課） 

 

①社会復帰につながる生活支援・相談支援の提供 

 

②青少年の健全育成・課題の早期発見 

③地域の見守り活動支援 
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第７章 計画の推進 

１．それぞれの役割 

 地域福祉計画を推進し、地域共生社会の実現を目指すためには、地域住民を含めたみんなが主役とな

り、それぞれができることを進めていかなければなりません。 

 行政においては、これまで実施してきた施策や支援をより充実させるとともに、社会情勢や本市の現

状を踏まえた「高齢・障がい・子育て・生活困窮」分野を柱とした包括的な支援体制づくりを推進し、

新たに複雑化・複合化した課題への横断的な対応や「予防」の視点からの連携が求められます。 

 社会福祉協議会においては、地域福祉の中心的役割を担い、行政と地域住民の「つなぎ」や地域資源

の掘り起こしなど、より細やかな地域福祉を推進していきます。 

 住民からの相談窓口や福祉サービスの提供などを行う関係機関は、１人の担当者が複雑化・複合化し

た課題を抱え込むことなく、連携による支援・課題解決のために「かおの見える関係」づくりを通じた

持続可能な福祉サービスの提供が必要となります。 

 そして、地域住民においては、日頃からの地域住民同士の支え合い・見守り、気にかけ合う関係づく

り、居場所づくり、地域課題や解決のために住民でできることの話し合いなど、まずは周囲に関心を持

つことから始めることが大切です。 

 縦割りや分野にこだわることなく、幅広い人や団体が一つになって計画を推進し、地域共生社会のえ

びの市づくりを進めていきましょう。 
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２．計画の評価・検証 

 「第５期えびの市地域福祉計画」は、福祉に関する事項を一体的に定めた内容となっており、福祉の

上位計画に位置付けられます。 

 このため、福祉に関係する個別計画により進捗管理を行うことを基本としながら、「Plan（プラン：

計画策定）」「Do（ドゥ：実行）」「Check（チェック：評価・検証）「Action（アクション：見直し）」

によるサイクルを適切に行います。 

計画の最終年度には、具体的施策に関する庁内の全体的な振り返り検証を行い、次期計画策定に生か

すこととします。 

さらに、中学校区ごとに４地区で開催する「地域福祉推進会議」において地域住民からの評価・意見

をいただきます。 


